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三
井
高
利
が
長
兄
の
生
存
中
に
江
戸
に
店
舗
を
持
つ
こ
と
を
断
念
し

て
、
松
坂
に
お
い
て
多
く
の
子
供
達
を
養
育
し
な
が
ら
金
融
業
を
営
ん

で
蓄
財
し
、
延
宝
元
年
（
一
六
七
三
）
兄
の
逝
去
か
ら
半
月
後
の
八
月

に
江
戸
に
呉
服
店
開
設
を
果
た
し
た
こ
と
は
、
汎
く
知
ら
れ
て
い
る
こ

と
で
あ
る
。
こ
こ
に
紹
介
す
る
の
は
、
そ
の
前
年
の
寛
文
一
二
年
（
一

六
七
二
）
に
三
井
高
利
が
作
成
し
た
松
坂
在
住
時
代
の
帳
面
二
冊
で
、

一
つ
は
「
万
借
帳
」
、
も
う
一
つ
は
「
万
覚
帳
」
で
あ
る
。
目
録
上
の

表
題
は
表
紙
の
題
簽 （１
）（
貼
紙
）
を
と
っ
て
「
宗
寿
松
坂
ニ
而
之
万
借
帳
」

（
北
六

�二
）、
「
宗
寿
自
筆
覚
帳
」
（
北
六

�一
）
と
な
っ
て
い
る
が
、

こ
こ
で
は
三
井
高
利
本
人
が
付
け
た
表
題
で
あ
る
「
万
借
帳
」、「
万
覚

帳
」
と
表
記
す
る
こ
と
と
す
る
。

両
帳
面
は
表
題
は
異
な
る
も
の
の
、
と
も
に
領
主
紀
州
家
を
中
心
と

す
る
大
名
貸
、
領
内
周
辺
の
村
々
へ
の
貸
付
、
地
縁
的
・
血
縁
的
つ
な

が
り
の
あ
る
商
人
間
と
の
貸
借
関
係
な
ど
、
金
融
活
動
を
通
し
て
高
利

が
ど
の
よ
う
に
し
て
資
産
の
増
殖
と
運
用
を
行
な
っ
た
か
、
そ
の
実
態

を
窺
う
こ
と
の
で
き
る
貴
重
な
史
料
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
二
冊
を
利
用

し
て
高
利
の
松
坂
在
住
時
代
の
金
融
に
つ
い
て
解
析
し
た
も
の
に
、
中

田
易
直
『
三
井
高
利
』
（
吉
川
弘
文
館

一
九
五
九
）
と
『
三
井
事
業

史
』
本

�一
が
あ
る
の
で
参
照
さ
れ
た
い
。
本
史
料
紹
介
で
は
高
利
が

実
際
に
付
け
て
い
た
帳
面
が
ど
の
よ
う
な
体
裁
の
も
の
で
あ
っ
た
か
と

い
う
観
点
か
ら
、
全
容
を
み
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

「
万
借
帳
」
、
「
万
覚
帳
」
は
創
業
時
の
史
料
と
し
て
「
宗
寿
勢
州
御

入
候
時
ノ
帳
め
ん
也
八
郎
右
衛
門
」
と
書
か
れ
た
古
び
た
紙
（
お
そ

ら
く
は
元
は
袋
か
紙
包
み
で
あ
っ
た
の
を
切
り
取
っ
た
と
思
わ
れ
る
）
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が
貼
り
付
け
ら
れ
た
袋
に （２
）他
の
八
冊
と
と
も
に
入
れ
ら
れ
、
保
存
さ
れ

て
い
る
。
貼
紙
の
左
余
白
に
は
小
さ
く
「
享
保
十
三
申
ノ
六
月
八
郎
右

衛
門
・
八
郎
兵
衛
立
会
改
、
宗
寿
居
士
其
外 （３
）同
苗
自
筆
手
帳
入
」
と
書

か
れ
て
い
る
。
余
白
書
込
み
の
立
会
人
八
郎
右
衛
門
は
、
北
家
三
代
高

房
で
あ
り
、
八
郎
兵
衛
は
新
町
家
二
代
高
方
で
、
二
人
と
も
三
井
家
の

第
二
世
代
に
あ
た
る
。
参
考
ま
で
に
他
の
八
冊
を
掲
げ
て
お
く
。

延
宝
七
年
�
宗
寿
直
筆
出
入
帳
�
（
北
六

�三
）

延
宝
五
年
宗
寿
御
自
筆
覚
帳
（
北
六

�四
）

�
寛
文
十
二
年
壬
子
二
月
宗
寿
い
せ
吉
利
支
丹
帳
�
（
北
六

�五
）

寛
文
十
二
壬
子
年
二
月
請
状
証
文
之
一
札
（
北
六

�六
）

元
禄
六
年
金
銀
小
遣
帳
（
北
六

�七
）

高
治
「
辰
ノ
正
月
万
覚
」（
北
六

�八
）

高
治
「
元
禄
二
己
巳
年
覚
帳
」（
北
六

�九
）

高
好
「
宗
感
覚
帳
」（
北
六

�一
〇
）

（
右
の
う
ち
「
宗
寿
い
せ
吉
利
支
丹
帳
」
と
「
請
状
証
文
之
一
札
」

は
ど
ち
ら
も
高
利
が
拵
え
た
複
製
史
料 （４
）で
あ
る
）。

い
ず
れ
の
史
料
も
北
三
井
家
に
遺
さ
れ
た
も
の
で
、
戦
前
の
旧
三
井

文
庫
か
ら
の
引
継
史
料
と
し
て
三
井
文
庫
に
長
く
寄
託
保
管
さ
れ
て
い

た
が
、
二
〇
〇
一
年
に
寄
贈
と
な
り
、
二
〇
〇
四
年
に
公
開
さ
れ
て
い

る
。形

態
に

つ
い
て

「
万
借
帳
」
、
「
万
覚
帳
」
は
ど
ち
ら
も
半
折
り
列
帖
装
の
縦
横
と
も

に
同
じ
位
の
サ
イ
ズ
で
、
「
万
借
帳
」
は
表
紙
縦
一
九
・
六
セ
ン
チ
、

横
一
四
・
二
セ
ン
チ
、「
万
覚
帳
」
は
縦
二
〇
・
六
セ
ン
チ
、
横
一
五
・

一
セ
ン
チ
で
あ
る
。
前
者
は
二
括
り
全
五
六
丁
、
内
墨
付
き
三
四
丁
、

白
紙
二
二
丁
で
あ
る
に
対
し
、
後
者
は
四
括
り
の
拵
え
で
、
全
一
三
七

丁
、
内
墨
付
き
二
四
丁
、
白
紙
一
一
三
丁
と
い
う
、
厚
さ
の
割
に
白
紙

部
分
が
圧
倒
的
に
多
い
。
と
も
に
表
紙
に
は
寛
文
一
二
年
（
一
六
七
二
）

の
正
月
吉
日
と
書
か
れ
て
お
り
、
裏
表
紙
は
「
越
後
屋
八
郎
兵
衛
」
と

書
か
れ
て
い
る
。
高
利
は
延
宝
八
年
（
一
六
八
〇
）
に
剃
髪
す
る
（
号

宗
寿
）
ま
で
八
郎
兵
衛
を
名
乗
っ
て
い
る
。

二
つ
の
帳
面
に
共
通
す
る
の
は
、
「
万
借
帳
」
は
表
表
紙
は
下
か
ら

三
セ
ン
チ
、
「
万
覚
帳
」
で
は
二
セ
ン
チ
、
裏
表
紙
は
「
万
借
帳
」
で

は
同
じ
く
三
セ
ン
チ
、
「
万
覚
帳
」
で
は
一
セ
ン
チ
の
あ
た
り
の
と
こ

ろ
か
ら
横
巾
よ
り
短
く
、
高
さ
一
ミ
リ
ほ
ど
、
巾
三
・
五
ミ
リ
（
裏
表

紙
の
方
は
巾
約
五
ミ
リ
）
ほ
ど
の
横
木
が
わ
た
さ
れ
、
そ
の
上
か
ら
表

紙
の
紙
が
貼
ら
れ
て
い
る
の
で
、
見
た
目
に
も
出
っ
ぱ
っ
て
い
る
こ
と

で
あ
る
（
本
号
口
絵
参
照
）。
こ
の
横
木
の
入
っ
た
で
っ
ぱ
り
仕
様
は
、

「
万
借
帳
」「
万
覚
帳
」
に
限
ら
ず
、
巾
や
厚
み
こ
そ
異
な
る
が
、
残
存

す
る
高
利
の
作
成
し
た
他
の
手
帳
類
三
冊
に
も
す
べ
て
に
入
っ
て
い
る
。

表
紙
の
文
字
は
そ
の
出
っ
ぱ
り
の
上
で
も
構
わ
ず
書
か
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。
高
利
の
三
男
高
治
や
六
男
高
好
作
成
の
帳
面
に
は
見
ら
れ
な
い

こ
と
か
ら
、
高
利
独
自
の
作
り
方
で
あ
っ
た
か
、
い
ず
れ
に
せ
よ
特
徴
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の
あ
る
表
紙
で
あ
る
。

内
容

構
成
に
つ
い
て

ど
ち
ら
も
大
名
・
家
中
な
ど

武
家
貸
し
、
在
貸
し
、
分
け
貸

し
の
台
帳
部
分
と
、
金
銀
出
入

の
明
細
が
記
入
さ
れ
て
い
る
。

た
だ
し
記
載
内
容
か
ら
み
る

と
「
万
借
帳
」
が
若
干
早
く
使

用
さ
れ
寛
文
九
年
（
一
六
六
九
）

か
ら
延
宝
二
年
（
一
六
七
四
）

ま
で
押
印
や
合
点
マ
ー
ク
が
付

さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し

「
万
覚
帳
」
に
は
台
帳
部
分
は

前
者
と
重
な
る
記
載
も
み
ら
れ

る
が
、
新
た
な
印
鑑
が
付
け
直

し
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
大
名

貸
し
は
寛
文
一
一
年
（
一
六
七

一
）
か
ら
延
宝
七
年
（
一
六
七

九
）
ま
で
、
在
貸
し
は
延
宝
三

年
（
一
六
七
五
）
か
ら
延
宝
七

年
（
一
六
七
九
）
ま
で
実
際
に

使
用
さ
れ
て
い
る
。
大
名
・
武
家
貸
し
や
分
け
貸
し
に
つ
い
て
は
「
万

借
帳
」
で
は
返
済
が
終
わ
り
き
っ
て
い
な
い
も
の
を
改
め
て
「
万
覚
帳
」

に
付
け
直
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
万
覚
帳
」
の
作
成
が
寛
文
一
二
年

と
な
っ
て
い
る
の
は
、
こ
れ
ら
の
貸
付
が
増
え
る
と
見
越
し
て
、
貸
付

相
手
を
整
理
し
、
寛
文
一
二
年
に
新
た
な
帳
面
を
作
り
、
付
け
直
し
た

の
で
あ
ろ
う
。

高
利
の
押
印
は
三
種
類
あ
り
、
「
万
借
帳
」
で
は
寛
文
九
年
～
同
一

一
年
に
押
さ
れ
た
印
鑑
（
印

1）
と
寛
文
一
二
年
お
よ
び
延
宝
元
年
に

押
さ
れ
て
い
る
印
鑑
（
印

2）
の
二
種
が
あ
る
。
ま
た
、
「
万
覚
帳
」

で
使
用
さ
れ
て
い
る
印
鑑
は
第
三
の
印
鑑
（
印

3）
で
統
一
さ
れ
て
い

る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
印
鑑
は
本
史
料
中
で
左
の
と
お
り
に
表
し
て
あ
る
。

＝
印

1「
万
借
帳
」
の
中
で
寛
文
九
年
～
一
一
年
に
使
用

＝
印

2「
万
借
帳
」
の
中
で
寛
文
一
二
年
、
延
宝
元
年
の
受
取

印
と
し
て
使
用

＝
印

3「
万
覚
帳
」
全
般
に
使
用
（
寛
文
一
一
年
～
延
宝
七
年
）

「
万
借
帳
」
の
翻
刻
に
つ
い
て

「
万
借
帳
」
の
形
態
は
「
万
覚
帳
」
と
同
じ
で
あ
る
が
、
括
り
は
二

つ
で
あ
り
、
四
カ
所
に
切
れ
込
み
が
入
っ
て
い
る
が
、
綴
じ
紐
は
真
ん

中
二
カ
所
で
結
ば
れ
て
い
る
の
み
で
あ
る
。
紐
は
後
世
に
閉
じ
直
し
た

と
思
わ
れ
る
。

一
括
り
目
の
折
は
表
紙
も
含
め
て
二
八
枚
、
う
ち
三
枚
の
片
側
を
貼
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内容構成［ ］内は見出し 内容年代 件数・墨付き丁数

万借帳 （大名・武家貸し台帳） 寛文9～延宝2 6件 3丁

（在貸し台帳） 寛文9～延宝2 13件 6丁

（金銀出入） 寛文12～延宝元 84件 14丁

［当座借シ借リ］ 寛文12～延宝元 5丁

［借り之所］（分け貸し台帳） 寛文9～延宝2 5件 2.5丁

万覚帳 ［借し覚］（大名・武家貸し台帳） 寛文11～延宝7 17件 8.5丁

［在借し］（台帳） 延宝3～延宝7 23件 10.5丁

［分け借し］（台帳） 寛文11～延宝5 6件 2.5丁

［借り］（金銀出入） 延宝2～延宝6 2.5丁



り
合
わ
せ
て
表
紙
と
し
て
い
る
た
め
全
五
三
丁
あ
る
が
、
二
括
り
目
は

同
じ
く
裏
表
紙
用
に
使
わ
れ
て
い
る
料
紙
三
枚
を
折
っ
た
分
、
す
な
わ

ち
三
丁
分
し
か
な
い
、
非
常
に
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
な
形
の
帳
面
で
あ
る
。

表
紙
の
文
字
は
墨
が
か
す
れ
て
い
て
、
中
央
の
表
題
「
萬
借
」
と
右

側
の
「
弐
」、
左
側
の
「
正
」
の
文
字
が
や
っ
と
読
め
る
程
度
で
あ
る
。

表
題
左
側
に
貼
紙
に
て
「
自
筆

宗
寿
松
坂
ニ
而
之
萬
借
帳
」
と
書
か

れ
て
い
る
。
表
紙
の
文
字
に
つ
い
て
は
、
三
井
家
編
纂
室
が
明
治
四
一

年
（
一
九
〇
八
）
に
影
写
本
（
特
一
一
六
）
を
作
成
し
た
さ
い
に
は
、

表
題
「
萬
借
帳
」
の
「
萬
」
の
草
冠
部
分
の
輪
郭
、
お
よ
び
右
側
の
文

字
の
う
ち
「
寛
」
は
輪
郭
を
残
し
、
そ
の
下
は
「
文
拾
弐
年
」
、
右
側

の
文
字
は
「
正
月
吉
日
」
と
写
し
取
っ
て
い
る
。
そ
の
時
点
で
は
読
め

た
の
で
あ
ろ
う
か
。

中
身
に
は
甚
だ
し
い
錯
簡
が
あ
り
、
用
紙
自
体
の
天
地
が
逆
さ
ま
に

綴
じ
ら
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
何
時
、
な
ぜ
こ
の
よ
う

な
錯
簡
の
ま
ま
綴
じ
ら
れ
た
の
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
享
保
七
年
（
一

七
二
二
）
に
長
男
高
平
と
三
男
高
治
が
創
業
の
事
蹟
を
後
世
の
子
孫
に

残
す
た
め
、
そ
れ
ぞ
れ
「
家
伝
記
」
「
商
売
記
」
を
書
き
著
し
た
そ
の

資
料
と
し
て
、
バ
ラ
バ
ラ
に
あ
っ
た
も
の
を
集
め
て
綴
じ
直
し
た
か
、

享
保
一
三
年
に
北
家
三
代
高
房
ら
が
袋
に
入
れ
た
時
の
も
の
か
と
も
考

え
ら
れ
る
。
三
井
家
編
纂
室
で
は
影
写
本
を
作
成
す
る
さ
い
、
独
自
に

整
理
し
た
形
で
写
し
て
い
る
が
、
数
カ
所
に
あ
る
用
紙
の
天
地
の
ひ
っ

く
り
返
り
に
気
づ
か
ず
に
、
そ
の
ま
ま
写
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
原
本

の
ま
ま
で
も
、
写
本
に
し
て
も
、
高
利
が
実
際
に
書
き
記
し
た
元
々
の

形
を
み
る
こ
と
は
不
可
能
な
の
で
あ
っ
て
、
本
史
料
紹
介
で
も
疑
問
を

残
し
た
ま
ま
で
あ
る
こ
と
を
お
断
り
し
て
お
く
。
完
全
な
復
元
に
は
後

考
に
俟
つ
し
か
な
い
。

こ
の
よ
う
な
状
態
で
あ
る
「
万
借
帳
」
を
翻
刻
す
る
前
段
階
の
作
業

と
し
て
、
ま
ず
複
製
を
作
っ
て
一
旦
解
体
し
、
用
紙
の
裏
表
・
左
右
、

天
地
逆
さ
を
戻
す
な
ど
一
枚
一
枚
の
組
み
合
わ
せ
を
確
認
し
な
が
ら
、

ま
た
原
本
の
形
に
戻
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
原
本
の
丁
数
と
裏
表
を

書
入
れ
、
年
月
日
、
印
鑑
の
種
類
、
金
額
、
文
字
の
つ
な
が
り
具
合
、

内
容
等
で
ま
と
め
ら
れ
る
も
の
を
集
め
、
グ
ル
ー
プ
分
け
し
た
。
そ
の

結
果
ど
う
し
て
も
入
れ
ら
れ
な
い
グ
ル
ー
プ
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
後
考

に
委
ね
る
と
し
て
、
左
の
よ
う
に
内
容
構
成
の
グ
ル
ー
プ
分
け
を
試
み

た
。
順
番
は
表
表
紙
か
ら
つ
け
て
あ
る
。
天
地
逆
さ
の
グ
ル
ー
プ
は
本

来
裏
表
紙
側
か
ら
書
か
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
見
易
く
す
る
た
め

表
紙
側
か
ら
の
順
番
を
書
き
入
れ
た
。
〔

〕
内
は
原
本
に
書
か
れ
て

い
る
見
出
し
で
あ
る
。

Ａ
〔
大
庄
屋
名
之
覚
〕（
表
紙
裏
書
）

Ｂ
（
紀
州
家
・
大
名
・
武
家
貸
し
台
帳
）

Ｃ
（
中
川
清
右
衛
門
分
け
貸
し
台
帳
半
端
分
）

Ｄ
（
在
貸
し
台
帳
）

Ｅ
（
寛
文
一
二
年
金
銀
出
入
）

Ｆ
（
延
宝
元
年
金

銀
出
入
）
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Ｇ
〔
借
リ
借
シ
ノ
覚
〕（
天
地
逆
）

Ｈ
〔
借
り
之
所
〕（
分
け
貸
し
台
帳
）

Ｉ
（
未
十
二
月
金
出
入
）（
裏
表
紙
裏
書
、
天
地
逆
書
）

以
下
簡
単
に
各
グ
ル
ー
プ
の
説
明
を
加
え
る
。

Ａ
表
表
紙
の
裏
側
に
四
名
の
大
庄
屋
名
が
書
か
れ
て
い
る
。
「
万
覚

帳
」
の
「
在
借
し
」
の
終
わ
り
の
方
に
延
宝
期
の
一
五
ケ
村
の
大
庄

屋
八
名
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
名
前
が
一
致
す
る
の
は
二
名
だ
け
で

あ
る
。
延
宝
期
よ
り
前
の
覚
書
と
思
わ
れ
る
。

Ｂ
紀
州
家
お
よ
び
石
川
若
狭
守
へ
の
金
融
。
小
笠
原
与
左
衛
門
、
大

崎
与
惣
左
衛
門
は
、
紀
州
家
上
級
家
中
で
あ
る
。
「
万
覚
帳
」
に
出

て
く
る
大
崎
三
左
衛
門
も
同
様
。

石
川
若
狭
守
（
総
良
）
は
神
戸
藩
二
万
石
。
松
平
九
郎
左
衛
門
は

旗
本
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

Ｃ
石
川
若
狭
守
に
対
す
る
分
け
貸
し
な
の
で
、
本
来
は
Ｈ
の
「
借
り

所
」
に
入
る
べ
き
で
あ
る
が
、
Ｈ
は
二
括
り
め
か
ら
始
っ
て
お
り
、

前
述
し
た
よ
う
に
、
書
き
込
み
ス
ペ
ー
ス
は
三
丁
分
し
か
な
い
上
に
、

全
部
埋
ま
っ
て
い
る
た
め
、
Ｃ
を
入
れ
る
場
所
が
な
い
。
ま
た
「
小

判
弐
百
両
同
人
」
と
あ
る
同
人
と
は
、
印
鑑
か
ら
中
川
清
右
衛
門 （５
）

（
常
故
）
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
該
当
す
る
Ｈ
以
外
の
台
帳
部
分

が
見
当
た
ら
な
い
。
ま
た
同
じ
用
紙
の
反
対
側
裏
表
の
文
字
は
逆
さ

に
記
載
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
か
ら
み
て
も
該
当
す
る
個
所
が
な
い
た

め
、
や
む
を
え
ず
Ｃ
と
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
分
は
「
万
覚
帳
」

の
〔
分
け
借
シ
〕
に
付
け
替
え
ら
れ
て
い
る
の
で
、
内
容
上
に
は
問

題
な
い
。

Ｄ
印
鑑
の
押
し
て
あ
る
台
帳
と
し
て
は
曲
村
、
波
瀬
村
、
六
呂
木
村

へ
の
在
貸
し
の
記
録
と
し
て
寛
文
九
年
か
ら
と
一
番
年
代
が
古
く
、

Ａ
の
表
紙
裏
の
大
庄
屋
名
と
の
つ
な
が
り
を
考
え
る
と
、
こ
の
グ
ル

ー
プ
が
一
番
最
初
に
来
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
ま
た
寛
文
一
二
年
の

子
年
か
ら
印
鑑
が
改
ま
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
前
年
亥
年
ま
で
の
分

は
前
の
帳
面
か
ら
の
付
け
直
し
だ
っ
た
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
。

Ｅ
寛
文
一
二
年
中
の
武
家
貸
し
・
在
貸
し
の
利
子
収
入
や
、
角
屋
七

郎
次
郎
・
竹
内
道
本
・
小
野
田
・
伊
豆
藏
・
荒
木
と
い
っ
た
松
坂
近

辺
の
豪
商
へ
の
借
り
金
支
払
い
、
米
・

�米
・
榑
木
・
木
綿
な
ど
購

入
費
に
加
え
、「
内
へ
」「
し
ゆ
ほ
う
へ
」
と
い
う
出
費
項
目
が
み
ら

れ
る
。
自
宅
の
経
費
と
し
て
一
一
月
か
ら
一
二
月
に
か
け
て
四
回
に

亘
っ
て
三
五
両
が
、
母

殊
法
へ
は
一
一
月
か
ら
翌
延
宝
元
年
四
月
ま

で
の
間
に
三
回
に
分
け
て
小
判
三
四
両
が
渡
さ
れ
て
い
る
事
実
は
興

味
深
い
。

取
立
や
返
済
の
使
い
と
し
て
二
郎
右
衛
門
、
三
井
五
郎
八
の
名
も

散
見
さ
れ
る
。
二
郎
右
衛
門
は
二
男
高
富
（
寛
文
一
二
年
改
名
）
で

あ
ろ
う
。
江
戸
開
店
の
準
備
打
ち
合
わ
せ
で
帰
郷
し
て
い
た
か
も
知

れ
な
い
。
五
郎
八
は
五
男
安
長
（
一
三
才
）
で
あ
る
。
高
利
の
多
く

の
子
供
達
の
中
で
、
唯
一
養
子
に
出
さ
れ
（
延
宝
四
年
京
都
松
屋
（
６
）へ
）、
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不
行
跡
を
重
ね
て
実
家
、
養
家
か
ら
も
義
絶
さ
れ
て
し
ま
っ
た
が
、

松
坂
で
は
父
の
仕
事
の
手
伝
い
を
し
て
い
た
こ
と
が
判
る
。

Ｆ
原
本
三
二
丁
間
小
口
中
央
に
紙
縒
り
が
貼
り
付
け
ら
れ
て
お
り
、

延
宝
元
年
の
目
印
と
な
っ
て
い
る
。
延
宝
元
年
の
江
戸
呉
服
店
開
業

後
の
在
貸
し
や
石
川
若
狭
守
、
松
平
九
郎
左
衛
門
、
小
笠
原
与
左
衛

門
か
ら
の
年
賦
返
済
金
が
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
丹
生
の
永
井
彦
太

夫
と
と
も
に
、
高
利
が
松
坂
に
て
米
の
買
付

（
７
）を
行
っ
て
い
た
こ
と
を

知
る
こ
と
が
で
き
る
。
永
井
彦
太
夫
は
丹
生
永
井
氏
出
身
の
母
殊
法

の
一
族
と
思
わ
れ
る
。

Ｇ
文
字
が
逆
さ
に
書
い
て
あ
っ
た
り
、
折
り
山
が
上
に
な
っ
た
ま
ま

綴
じ
込
ま
れ
て
い
た
グ
ル
ー
プ
で
あ
る
。
山
折
り
を
下
に
も
ど
す
と
、

天
地
逆
に
書
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
お
そ
ら
く
裏
表
紙
側
か
ら
書

い
た
と
思
わ
れ
る
。
「
万
覚
帳
」
で
は
〔
借
し
覚
〕
と
〔
借
り
〕
が

別
れ
た
項
目
立
て
に
な
っ
て
い
る
が
、
「
万
借
帳
」
で
は
〔
当
座
借

シ
借
リ
〕
と
見
出
し
が
付
い
て
い
る
。
開
業
間
際
の
江
戸
へ
の
送
金 （８
）

に
射
和
や
松
坂
の
豪
商
富
山
氏
、
竹
内 （９
）氏
、
村
田
氏
と
為
替
が
組
ま

れ
て
い
る
こ
と
や
、
延
宝
元
年
開
店
後
京
都
で
の
仕
入
れ
に
回
っ
た

長
男
八
郎
右
衛
門
（
高
平
）
の
元
へ
の
送
金
に
、
本
人
へ
手
渡
し
だ

け
で
な
く
、
親
戚
筋
の
小
野
田
や
津
の
三
井
文
右
衛
門 （

�）な
る
人
物
と

京
都
両
替
商
小
牧
宗
左
衛
門
他
商
人
間
と
為
替
を
組
ん
で
い
る
こ
と
、

江
戸
か
ら
京
都
へ
の
送
金
に
桑
名
の
商
人
が
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
な

ど
に
も
注
目
し
た
い
。

Ｈ
Ｃ
で
述
べ
た
よ
う
に
、
二
括
り
目
の
始
め
（
本
文
五
四
丁
裏
）
に

〔
借
り
所
〕
と
見
出
し
が
貼
ら
れ
て
い
る
が
、
天
地
は
正
常
に
つ
き
、

も
と
も
と
こ
の
場
所
か
ら
裏
表
紙
に
至
る
よ
う
に
書
き
始
め
ら
れ
て
、

ス
ペ
ー
ス
が
足
り
な
く
な
っ
て
い
る
。
×
消
し
印
の
つ
い
て
い
な
い

分
は
「
万
覚
帳
」
の
方
に
付
け
替
え
ら
れ
て
い
る
。

Ｉ
裏
表
紙
裏
に
逆
さ
に
書
き
込
ま
れ
て
い
る
が
、
前
丁
ま
で
二
行
分

入
り
込
ん
で
書
か
れ
て
い
る
の
で
、
表
記
し
難
く
、
よ
っ
て
文
字
を

逆
さ
ま
の
ま
ま
と
し
た
。

寛
文
一
二
年
の
三
井
家
に
つ
い
て

高
利
と
妻
か
ね
の
間
に
は
一
〇
男
五
女 （

�）の
子
供
が
い
る
。
寛
文
一
二

年
現
在
の
家
族
構
成
を
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

八
郎
兵
衛
（
高
利
・

51才
）

女
房
（
か
ね
・

38才
）

長
男
八
郎
右
衛
門
（
高
平
・

20才
）
在
江
戸
本
町

二
男
次
郎
右
衛
門
（
高
富
・

19才
）
江
戸
本
町

三
男
山
三
郎
（
高
治
・

16才
）
江
戸
本
町

四
男
四
郎
三
郎
（
高
伴
・

14才
）

五
男
五
郎
八
（
安
長
・

13才
）

六
男

佐
吉
（
高

好
・

11才
）

長
女

千
代
（
み
ね
・

6才
）

二
女
す
ま
（
よ
し
・

3才
）
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三
女
ま
つ
（

0才
）

九
男
八
三
郎
（
高
久
・

0才
）

翌
延
宝
元
年
に
五
女
か
ち
が
生
ま
れ
る
。
高
利
の
母
殊
法
が
同
居
し

て
い
た
か
ど
う
か
は
定
か
で
は
な
い （

�）。

長
男
高
平
、
二
男
高
富
、
三
男
高
治
の
三
人
は
江
戸
本
町
四
丁
目
の

伯
父
店
に
勤
務
し
て
不
在
、
松
坂
に
は
四
男
高
伴
以
下
七
人
が
両
親
と

と
も
に
暮
ら
し
て
い
る
。

二
男
高
富
の
「
高
富
草
案
」、
長
男
高
平
の
「
家
伝
記
」
に
、「
寿
讃

（
か
ね
）
子
共
六
七
人

�は
下
女
弐
人
、
雇
の
物
縫
い

�に
て
腰
元
な

し
、
縫
針
一
切
有
増
自
分
に
被
致
候
事
」
と
、
寛
文
三
、
四
年
頃
ま
で

は
つ
ま
し
い （

�）生
活
を
し
て
い
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
「
三
井

一
統
松
坂
人
別
帳
」
（
永
一
六
三
）
の
寛
文
五
年
に
は
下
男
が
一
人
、

翌
寛
文
六
年
に
は
手
代
九
郎
兵
衛 （

�）と
下
男
一
人
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、

手
代
九
郎
兵
衛
は
高
平
よ
り
一
年
早
く
商
売
見
習
い
の
た
め
高
利
長
兄

の
江
戸
本
町
四
丁
目
の
釘
抜
店
に
送
ら
れ
て
お
り
、
下
男
は
寛
文
一
〇

年
除
帳
と
な
っ
て
い
る
。
寛
文
一
二
年
二
月
の
奉
公
人
を
「
�
宗
寿
い

せ
吉
利
支
丹
帳
	
」
（
北
六


六
）
に
よ
っ
て
見
て
み
る
。

吉
利
支
丹
し
ゆ
ら
め
ん
と
の
事

一
吉
利
支
丹
宗
旨
ニ
成
、
此
前
方
願
ひ
申
事
後
悔
ニ
而
御
座
候
間
、
後
々

末
代
吉
利
支
丹
ニ
立
帰
ル
事
仕
間
敷
候
、
同
妻
子
・
眷
属
・
他
人
其

す
ゝ
め
仕
間
敷
候
ハ
ヽ
自
然
何
方
よ
り
も
伴
天
連
参
こ
ん
ひ
さ
ん
の

す
ゝ
め
を
な
す
と
い
ふ
共
、
此
書
物
に
判
致
上
ハ
其
義
曽
以
妄
念
に

も
お
こ
し
取
扱
事
同
心
仕
間
敷
候
、
本
之
吉
利
支
丹
ニ
立
帰
ル
に
お

ひ
て
ハ
、
し
ゆ
ら
め
ん
と
の
起
請
文
を
以
是
を
は
つ
す
る
者
也

一
上
に
ハ
天
ム
・
て
う
す
・
さ
ん
た
ま
り
や
を
初
奉
り
諸
々
之
あ
ん
し

よ
の
蒙
御
罰
、
死
ハ
い
ん
へ
る
の
と
い
ふ
於
獄
所
諸
天
狗
之
手
ニ
渡

り
永
ク
五
衰
三
熱
之
苦
し
ミ
を
請
、
重
而
又
現
世
ニ
而
ハ
追
付
ら
さ

る
に
成
人
ニ
白
癩
黒
癩
と
よ
は
わ
る
へ
き
者
也
、
乃
お
そ
ろ
し
き
し

ゆ
ら
め
ん
と
如
件

一
私
祖
父
親
之
代
拙
者
ハ
勿
論
、
妻
子
ニ
至
ま
て
吉
利
支
丹
宗
門
ニ
少
々

之
内
も
成
申
た
る
義
無
御
座
候
、
日
本
之
神
并
ニ
吉
利
支
丹
之
誓
詞

偽
り
無
御
座
候
、
已
上

右
之
通
承
届
ケ
申
候
、
以
上

権
九
郎
○

久
三
郎
○

三
九
郎
（
花
押
）

与
三
兵
へ
（
花
押
）

と
ら
○

た
け
○

四
郎
次
郎

う
ば
○

お
す
まう
ば
○
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お
ま
つう
は
○

八
三
郎う
は

七
兵
衛
○

こ
ま
○

と
ら
○

た
つ
○

す
な
わ
ち
男
の
奉
公
人
が
五
人
（
七
兵
衛
は
下
男
で
あ
ろ
う
）
、
女
性

の
奉
公
人
は
九
人
で
、
う
ち
二
人
が
腰
元
、
四
人
が
子
供
達
の
乳
母
で

あ
り
、
三
人
が
物
縫
い
と
下
女
な
の
で
あ
ろ
う
（
右
の
う
ち
、
「
四
郎

次
郎
う
ば
」
と
あ
る
「
四
郎
次
郎
」
と
は
寛
文
八
年
に
四
郎
三
郎
と
改

名
し
た
四
男
高
伴
の
こ
と
で
あ
ろ
う
か
）
。
寛
文
一
二
年
の
段
階
で
は

奉
公
人
が
男
女
合
せ
て
一
四
人
い
る
状
態
で
あ
る
。
男
の
奉
公
人
は
次

の
寛
文
十
二
壬
子
年
二
月
吉
日
「
請
状
証
文
之
一
札
」
（
北
六

�六
）

で
見
る
と
、
五
人
の
う
ち
、
四
人
が
寛
文
一
二
年
に
雇
わ
れ
て
い
る
。

「
請
状
証
文
之
一
札
」
全
文
を
左
に
掲
げ
る
。

請
状
之
事

一
此
者
貴
殿
方
ニ
奉
公
致
さ
せ
置
申
候
、
奉
公
仕
候
内
ハ
拙
者
請
人
ニ

罷
立
候
、
此
者
御
公
儀
様
御
法
度
ハ
不
及
申
、
取
に
け
、
懸
落
、
其
外

何
様
之
六
ケ
敷
義
出
来
候
共
、
貴
殿
ヘ
は
少
も
御
苦
労
か
け
申
間
敷
候
、

御
公
儀
様
へ
我
等
罷
出
急
度
申
分
可
仕
候
、
御
法
度
之
吉
利
支
丹
ニ
而

ハ
無
御
座
候
、
則
寺
請
状
も
拙
者
方
ニ
取
置
申
候
、
御
吟
味
被
成
候
ハ
ゝ

何
時
成
共
寺
請
状
持
参
可
仕
候
、
為
後
日
請
状
如
件

三
井
八
郎
兵
衛
殿
旨

右
請
状
之
通
、
慥
ニ
承
届
ケ
請
判
仕
候
、
已
上

（
＊
こ
れ
よ
り
高
利
筆
）

一
久
三
郎
子
ノ
二
月
二
日
よ
り
奉
公
致
さ
せ
申
候

請
人

奉
公
主
久
三
郎
（
花
押
）

一
三
九
郎
子
ノ
二
月
二
日
よ
り
奉
公
致
さ
せ
申
候

請
人
お
し
ろ
い
町

ぬ
し
や
次
郎
兵
衛
（
花
押
）

奉
公
主
三
九
郎
（
花
押
）

一
与
三
兵
衛
子
ノ
二
月
二
日
よ
り
奉
公
致
さ
せ
申
候

請
人
松
名
瀬
村

宗
右
衛
門
（
印
）

奉
公
主
与
三
兵
衛
（
花
押
）

一
七
兵
衛
子
ノ
二
月
二
日
よ
り
奉
公
致
さ
せ
申
候

請
人
は
せ

野
口
八
兵
衛
（
花
押
）

奉
公
主
七
兵
衛

す
な
わ
ち
寛
文
初
年
時
よ
り
も
、
男
性
の
奉
公
人
が
複
数
名
必
要
と
さ
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れ
る
状
況
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
金
融
事
業
の
拡
大
が
図

ら
れ
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
を
推
測
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。

（

�口
知
子
）

（

1）
題
簽
が
何
時
貼
ら
れ
た
の
か
は
、
吉
田
伸
之
・
西
坂
靖
「
宗

感
覚
帳
」
（
『
三
井
文
庫
論
叢
』
二
四
号
）
で
、
明
治
四
二
年

以
前
か
ら
つ
い
て
い
た
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
。
こ
の
題
簽
は

北
家
史
料
の
六
番
の
一
～
一
〇
の
う
ち
、
元
禄
六
年
の
高
利
自

筆
「
金
銀
小
遣
帳
」
と
三
男
高
治
の
「
辰
ノ
正
月
万
覚
」
「
元

禄
二
年
覚
帳
」
に
は
付
い
て
い
な
い
。
高
利
が
作
成
し
た
複
製

の
「
請
状
証
文
之
一
札
」
の
表
紙
に
は
、
題
簽
と
同
じ
筆
跡
で

余
白
に
「
此
内
ニ
宗
寿
自
筆
有
之
」
と
直
接
書
き
込
ま
れ
て
い

る
。
「
宗
感
覚
帳
」
の
題
簽
は
高
好
の
死
去
（
元
禄
一
七
年
）

以
後
に
貼
ら
れ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
「
宗
寿
自
筆
」
と
い

う
書
き
方
は
第
一
世
代
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
高
治
の
帳
面
に
は

題
簽
が
貼
ら
れ
て
い
な
い
と
こ
ろ
を
み
る
と
、
高
治
の
メ
モ
で

は
な
か
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
。
ち
な
み
に
高
治
は
享
保
一
一
年

（
一
七
二
六
）
に
死
去
。

（

2）
袋
裏
に
は
「
宗
寿
様
勢
州
ニ
御
住
居
之
時
代
御
自
筆
之
御
手

帳
類
、
其
外
御
同
苗
御
自
筆
之
御
手
帳
る
い
」
と
手
代
の
手
で

書
か
れ
て
い
る
。
袋
そ
の
も
の
は
紙
背
文
書
で
作
ら
れ
て
お
り
、

元
の
袋
の
上
書
き
を
切
り
取
っ
て
貼
り
付
け
、
後
世
に
作
り
直

し
て
あ
る
。
ま
た
こ
れ
ら
の
史
料
を
保
管
し
た
桐
筺
に
は
、
袋

と
は
別
に
包
紙
が
あ
り
、
そ
れ
に
は
「
宗
寿
居
士
御
自
筆
其
他

諸
帳
面
類
七
冊
」
と
書
か
れ
て
い
る
。

（

3）
北
家
三
代
高
房
と
、
新
町
家
二
代
の
高
方
の
二
人
が
高
治
の

「
辰
ノ
正
月
万
覚
」
「
元
禄
二
年
覚
帳
」
と
高
好
の
（
「
宗
感
覚

帳
」
）
を
す
で
に
三
井
家
の
体
制
の
確
立
後
の
享
保
一
三
年

（
一
七
二
八
）
に
、
創
業
期
を
語
る
史
料
と
し
て
確
認
し
て
い

た
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
最
初
に
袋
の
上
書
き
を
書
い

た
「
八
郎
右
衛
門
」
と
は
、
貞
享
四
年
か
ら
宝
永
六
年
ま
で
八

郎
右
衛
門
を
名
乗
っ
た
高
利
の
二
男
高
富
か
、
そ
の
後
を
次
い

で
享
保
元
年
ま
で
名
乗
っ
た
三
男
高
治
か
と
い
う
こ
と
に
な
る

で
あ
ろ
う
。
先
の
題
簽
の
貼
ら
れ
た
時
期
も
こ
の
頃
で
は
な
い

か
と
思
わ
れ
る
。

（

4）
「
�
宗
寿
い
せ
吉
利
支
丹
帳

�
」
は
縦
帳
袋
綴
じ
で
表
紙
裏
表

の
綴
じ
目
に
四
個
の
高
利
の
印
鑑
（
本
文
中
に
印

1と
表
記
）

が
押
さ
れ
て
い
る
。
原
表
題
は
な
く
、
表
紙
に
は
「
寛
文
十
二

壬
子
年
二
月
吉
日
紙
数
十
枚
本
町
三
井
八
郎
兵
衛
」
と
書
か

れ
て
い
る
。
「
請
状
証
文
之
一
札
」
は
半
折
り
長
帳
の
仕
立
て

で
、
表
紙
も
含
め
紙
数
は
二
〇
枚
で
あ
る
が
、
墨
付
き
二
・
五

丁
、
表
紙
裏
表
の
綴
じ
目
を
覆
っ
た
個
所
に
同
じ
高
利
の
印
鑑

が
裏
表
に
三
個
宛
押
さ
れ
て
い
る
。

（

5）
�
中
川
家
江
戸
伊
勢
両
所
元
手
金
割
付
定
書
� （
北
四
一

�一
）。

中
川
清
右
衛
門
（
常
故
）
、
清
三
郎
（
常
印
）
は
高
利
妻
か
ね
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の
弟
で
両
替
業
を
営
ん
で
お
り
、
江
戸
に
両
替
店
と
米
店
を
所

持
。
清
三
郎
は
江
戸
在
住
。
中
川
兄
弟
は
三
井
高
利
に
と
っ
て

親
族
の
中
で
は
一
番
親
し
い
付
き
合
い
が
あ
り
、
兄
弟
の
遺
言

状
（
北
四
一

�二
、
三
）
の
宛
先
も
高
利
夫
妻
と
な
っ
て
い
る
。

（

6）
吉
田
伸
之
・
西
坂
靖
「
宗
感
覚
帳
」（
『
三
井
文
庫
論
叢
』
第

二
四
号
）
解
説
の
表
Ⅲ
に
、
江
戸
の
松
屋
や
グ
ル
ー
プ
か
と
し

て
数
え
ら
れ
て
い
る
松
屋
伊
兵
衛
は
、
高
利
五
男
安
長
で
あ
る
。

五
郎
八
は
延
宝
四
年
（
一
六
七
六
）
一
七
歳
の
と
き
京
都
の
松

屋
野
田
五
郎
右
衛
門
の
元
へ
養
子
に
入
っ
て
伊
兵
衛
と
改
名
、

二
四
歳
の
と
き
江
戸
に
木
綿
店
を
開
業
す
る
も
不
行
跡
を
重
ね
、

高
利
が
た
び
た
び
資
金
援
助
す
る
が
江
戸
店
を
潰
し
、
養
家
の

財
産
も
失
っ
て
義
絶
さ
れ
る
。
後
伊
勢
亀
山
藩
主
石
川
主
殿
の

と
り
も
ち
で
石
川
の
石
と
三
井
の
井
を
と
っ
て
石
井
宗
秀
を
名

乗
る
。
ち
な
み
に
石
川
若
狭
守
の
神
戸
藩
は
亀
山
藩
の
支
藩
で

あ
る
。

（

7）
「
宗
寿
伊
勢
ニ
而
之
年
々
少
々
御
借
置
候
古
キ
覚
書
入
」
（
殊

二
〇
六
）
に
は
米
店
の
有
物
の
内
訳
も
記
さ
れ
て
い
る
。
延
宝

七
年
「
藤
堂
和
泉
守
様
米
借
シ
分
帳
」
（
宗
寿
伊
勢
ニ
而
借
シ

帳
）
（
殊
二
〇
四
）
も
参
照
す
べ
き
史
料
で
あ
る
。
米
店
の
存

在
は
中
田
易
直
『
三
井
高
利
』
に
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
寛

文
一
二
年
に
男
性
の
手
代
を
増
や
し
た
こ
と
と
関
係
あ
り
そ
う

で
あ
る
。

（

8）
中
田
易
直
『
三
井
高
利
』、『
三
井
事
業
史
』
本

�第
一
巻
に

は
高
利
の
兄
浄
貞
の
死
（
延
宝
元
年
七
月
一
四
日
）
後
早
々
に

開
業
し
た
こ
と
し
か
書
か
れ
て
い
な
い
が
、
江
戸
の
高
平
の
元

へ
は
少
な
く
と
も
寛
文
一
二
年
一
二
月
二
四
日
と
延
宝
元
年
七

月
一
〇
日
着
を
予
定
に
計
五
七
〇
両
の
為
替
が
組
ま
れ
て
い
る

こ
と
か
ら
、
寛
文
一
二
年
に
は
浄
貞
の
病
状
を
見
越
し
て
着
々

と
準
備
が
な
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
宝
永
年
間
に
書
か
れ

た
次
男
高
富
の
「
元
祖
よ
り
由
緒
書
并
惣
領
本
家
筋
出
生
」
に

よ
れ
ば
、
江
戸
開
店
資
金
は
長
男
高
平
は
「
江
戸
京
伯
父
店
ニ

相
勤
候
内
、
元
祖
所
持
之
江
戸
本
町
弐
丁
目
之
宿
代
凡
壱

ケ
年

ニ
百
五
拾
両
上
ル
ヲ
両
年
三
百
両
宗
竺
元
手
ニ
致
、
又
次
男

ハ

元
祖

任
吉

例
金
子

拾
五
両
木
綿
代
乗

下
ニ
而
遣

ス
、

弐
口
之
金

五
六
年
伯
父
店
ヘ
預

ケ
置
、
凡
四
拾

貫
目
、
外
ニ
六
拾
貫

目
宗

寿
よ
り
請
取
、
都
合
百
貫
目
、
是
家
業
之
始
也
」
と
し
、
父
高

利
か
ら
六
〇
貫
目
（
一
〇
〇
〇
両
）
を

受
け
取
っ
た
こ
と
に
な

っ
て
い
る
。

（

9）
竹
内
氏
は
中
川
清
三
郎
（

常
印
）
の
妻
の

里
方
で
あ
る
。
村

田
孫
兵
衛
は
高
利
の
甥

小
野
田
三
郎
右
衛
門
の
妻
の
里
方
で
あ

る
。
松
坂
の
商
人
は
血

縁
的
に
も

地
縁

的
に
も
た
い
て
い
ど
こ

か
で

つ
な
が
っ
て
い
る
。
『
三
井
事
業
史
』
本

�第
一
巻
第
一

章
参
照
。

（

10）
三
井
文
右
衛
門
は
延
宝
七
年
「
藤
堂
和
泉
守
様
米
借
シ
分
帳
」
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（
殊
二
〇
四
）
に
高
利
と
中
川
清
右
衛
門
と
の
米
の
分
け
貸
し

に
、
高
利
出
資
分
の
中
に
わ
ず
か
三
～
四
パ

�セ
ン
ト
だ
が
加

わ
っ
て
い
る
。
ま
た
、
元
禄
三
年
（
一
六
九
〇
）
の
寿
讃
の
京

都
に
い
る
高
利
宛
書
簡
に
「
ぶ
ん
へ
も
ん
た
よ
り
ニ
ふ
ミ
と
ゝ

き
申
候
」（
『
三
井
文
庫
論
叢
』
第
三
一
号
史
料
紹
介
「
三
井
高

利
関
係
書

�
21」

）
と
身
内
ら
し
き
呼
び
捨
て
の
書
き
方
を
し

て
い
る
と
こ
ろ
を
み
る
と
、
あ
る
い
は
松
坂
以
外
の
一
族
で
あ

ろ
う
。「
丹
生
三
井
元
祖
之
事
并
ニ
過
去
帳
写
」（
新
四
二
三

�

一
）
に
「
伊
勢
国
渡
会
郡
丹
生
村
三
井
某
所
蔵
過
去
帳
「
廿
五

日
内
道
軍
津
ノ
文
右
衛
門
」
と
あ
る
。
丹
生
の
三
井
氏
と

高
利
は
従
弟
関
係
に
あ
る
（
母
殊
法
の
姉
の
嫁
ぎ
先
）
。
三
井

文
右
衛
門
は
『
津
市
史
』
第
二
巻
四
四
五
ペ
ー
ジ
、
元
禄
十
一

年
「
津
町
人
分
限
帳
」
に
「
八
丁
三
井
文
右
衛
門
」
と
名
前
が

出
て
い
る
が
、
同
一
人
物
か
と
思
わ
れ
る
。

（

11）
長
男
高
平
（
宗
竺
）
承
応
二
～
元
文
二
…
…
北
家

二
男
高
富
（
宗
栄
）
承
応
三
～
宝
永
六
…
…
伊
皿
子
家

三
男
高
治
（
宗
印
）
明
暦
三
～
享
保
二
…
…
新
町
家

四
男
高
伴
（
宗
利
）
万
治
二
～
享
保
一
四
…
室
町
家

五
男
安
長
（
宗
秀
）
万
治
三
～
享
保
一
七

京
都
野
田
氏

養
子
離
縁
後
石
井
と
称
す

六
男
高
好
（
宗
感
）
寛
文
二
～
宝
永
元

七
男
七
郎
次
早
世
寛
文
三
～
四
年

八
男
午
之
助
早
世
寛
文
六
～
七
年

長
女
千
代
（
寿
栄
）
寛
文
七
～
元
禄
九
…
…

（
連
家
）松
阪
家

次
女
よ
し
早
世

寛
文
九
～
延
宝
六

三
女
松

早
世

寛
文
一
二
～
延
宝
三

九
男
高
久
（
宗
悦
）
寛
文
一
二
～
享
保
一
八
…
南
家

四
女
か
ち
（
寿
養
）
延
宝
元
～
元
文
五
…
…

（
連
家
）長
井
家

十
男
高
春
（
宗
信
）
延
宝
三
～
享
保
二
〇
…
小
石
川
家

六
男
高
好
名
跡
相
続

五
女
き
よ
（
寿
嶺
）
延
宝
七
～
享
保
九

十
一

（
別
腹
）男
高
勝
（
宗
以
）
元
禄
五
～
明
和
三

二
男
高
富
養
子

伊
皿
子
家
二
代

（

12）
殊
法
は
「
三
井
一
統
松
坂
人
別
帳
」
の
寛
文
一
二
年
お
よ
び

延
宝
元
年
の
欄
に
は
高
利
の
長
兄
浄
貞
（
俊
次
・
在
京
都
）
の

一
家
と
し
て
名
が
連
な
っ
て
い
る
。
浄
貞
の
死
去
後
も
高
利
家

と
は
別
に
記
さ
れ
て
い
る
。

（

13）
三
男
高
治
「
商
売
記
」
に
は
江
戸
か
ら
戻
っ
た
高
利
一
家
の

暮
ら
し
向
き
を
、
「
其
節
松
坂
に
て
ハ
上
の
暮
し
方
に
て
、
下

女
弐
人
・
物

縫
壱
人
・
男
壱
人
・
子
と
も
（
丁
稚
）
弐
人

計
、

其
外
ハ
乳
母
な
と
多
ク
在
之
」
と
記
し
て
い
る
。

（
14）

九
郎
兵
衛
は
「
三
井
一
統
松
坂
人
別
帳
」
に
「

手
代
九
郎
兵

衛
在
江
戸

本
町
四
丁

目
延
宝
六
年

婦
十
八
入
帳
八
年
二

人
除
帳
、
自
寛
文
六
年
至
延
宝
七
年
在
江
戸
」
と
あ
り
、
延
宝
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六
年
宿
持
ち
と
な
り
、
八
年
に
独
立
し
て
伊
勢
に
戻
っ
た
と
思

わ
れ
る
。
延
宝
元
年
開
店
時
の
署
名
筆
頭
人
で
本
町
一
丁
目
店

支
配
人
を
務
め
て
お
り
（
『
三
井
事
業
史
』
資
料

�一
所
収

「
諸
法
度
集
」
）
、
延
宝
六
年
四
〇
歳
の
と
き
名
前
が
傍
線
消
し

に
な
っ
て
い
る
（「
延
宝
五
年
宗
寿
御
自
筆
覚
帳
」）
。
さ
ら
に
、

「
脇
田
藤
右
衛
門
控
」
（
『
三
井
事
業
史
』
資
料

�一
）
に
延
宝

六
年
に
「
後
見
」
と
あ
る
。
「
商
売
記
」
に
見
え
る
「
伊
勢
徳

右
衛
門
」
と
同
一
人
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

凡
例

一
、
字
体
は
原
則
と
し
て
通
用
の
字
体
を
用
い
た
。

一
、
変
体
仮
名
は
現
行
の
仮
名
に
改
め
た
が
、
助
詞
の
者
、
江
、
而

は
漢
字
の
ま
ま
用
い
た
。

一
、
読
み
や
す
く
す
る
た
め
適
宜
読
点
を
加
え
た
。

一
、
抹
消
さ
れ
た
文
字
は
左
傍
に

�を
つ
け
、
改
変
さ
れ
た
文
字
は

右
傍
、
場
合
に
よ
っ
て
は
左
側
に
記
し
た
。

一
、
判
読
困
難
な
字
は
□
と
し
た
。

一
、
貼
紙
お
よ
び
付
箋
は
、
当
該
箇
所
を［
で
示
し
、
文
面
を
「
」

で
括
り
、
右
肩
に
（
貼
紙
）、
も
し
く
は
（
付
箋
）
と
注
記
し
た
。

一
、
丁
の
区
切
り
は
（
）
内
に
原
本
の
丁
数
を
入
れ
て
示
し
た
。

一
、
「
万
借
帳
」
の
一
括
り
目
に
限
っ
て
は
、
原
本
に
錯
簡
が
あ
る

た
め
、
原
本
の
丁
数
だ
け
で
な
く
、
整
理
し
直
し
て
料
紙
を
重
ね

て
半
分
に
折
っ
た
真
ん
中
を
基
準
に
、
表
表
紙
側
を
右
、
裏
表
紙

側
を
左
と
し
、
外
側
か
ら
番
号
を
付
け
、
用
紙
の
外
側
に
な
る
方

を
オ
、
内
側
に
な
る
方
を
ウ
で
示
し
た
。
そ
の
さ
い
表
紙
（
お
よ

び
表
紙
と
一
体
と
な
る
料
紙
の
左
側
三
丁
分
）
は
、
カ
ウ
ン
ト
外

と
し
た
。
し
た
が
っ
て
通
し
番
号
は

25で
折
り
目
と
な
る
。

折
り
目
以
降
は
、
通
常
の
表
記
と
は
逆
に
、

25ウ
、

25オ
、

24ウ
、

24オ
、
と
推
移
す
る
。

一
、
割
印
に
は
印

2の
印
鑑
が
使
わ
れ
て
い
る
。
い
ち
い
ち
断
ら
ず

割
印
と
し
た
。

一
、（

）
内
、
お
よ
び

�印
は
紹
介
者
の
注
で
あ
る
。
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（
表
紙
）

「
自

（
貼
紙
）筆宗
寿
松
坂
ニ
而
之
万
借
帳
」

（
表
紙
表
）
」

〔
Ａ

〕

大
庄
や
名
之
覚

中
川
左
太
夫

安
保
平
左
衛
門

久
世
茂
兵
衛

富
田
五
郎
兵
衛

（
表
紙
裏
）
」

〔
Ｂ
〕

戌
ノ
正
月
手
形
此
方
ニ
な
し

一
小
判
弐
百
両

紀
州
様
へ

取
替

子
ノ
極
月

一
小
判
七
拾
両

御
取
替
仕
候

二
口
合
弐
百
七
拾
両

壱
年
ニ
七
十
弐
両
三
分

九
匁
ツ
ヽ

�丑�寅卯辰巳

�

（
八
丁
表
）

右

1オ
」

亥
ノ
五
月

�

○
一
小
判
弐
千
八
百
両

紀
州
様
へ

取
替

亥
ノ
年

�卯
ノ
暮

�五
年
間

壱
年
ニ
七
百
五
十
六
両
ツ
ヽ

亥
�内 印
1
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子

�内
丑

�内
寅

�内
卯
内

�右
（
八
丁
裏
）

1ウ
」

子
ノ
年

�

○
一
小
判
弐
百
両

大
崎
与
惣
左
衛
門
殿

子
ノ
暮

�辰
ノ
暮

�五
年
間

壱
年
ニ
六
十
両
ツ
ヽ

子

�内
六
十
両

丑

�内
六
十
両

寅

�内
六
十
両

卯
内

辰
内

�右
（
四
丁
表
）

2オ
」

子
ノ
年

�

○
一
金
千
両

石
川
若
狭
守
様

子
ノ内
三
百
十
弐
両
弐
分

丑
内
三
百
廿
両

取
筈

寅
内
弐
百
九
十
両

同
断

卯
内
弐
百
六
十
両

同
断

辰
内
弐
百
卅
両

同
断

�右
（
四
丁
裏
）

2ウ
」

三
月

丑
ノ
廿
九
日

○
一
百
両

松
平
九
郎
左
衛
門
殿

�丑ノ
年
卅
両

庄
や
大
野
木
村

�とら
甚
兵
へ

卯辰巳
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酉
ノ
五
月
十
三
日

小
笠
原

一
小
判
弐
百
両

小

� 原

� 与
左
衛
門
殿

�右
（
二
四
丁
表
）3オ
」

�右
（
二
四
丁
裏
）

3ウ
白
紙
」

〔
Ｃ

〕

子
ノ

一
小
判
弐
百
両

同
人

（
中
川
清
右
衛
門
）

伹
石
川
若
狭
守
様
分

子
ノ�内

�

（
中
川
）

六
十
弐
両
弐
分
子
極
月
請
取

丑

�内
六
十
四
両
之
筈

寅

�内
五
十
八
両
取
之
筈

卯
内

五
十
弐
両
取
之
筈

辰
内

四
十
六
両
取
之
筈

�右
（
二
〇
丁
表
）4オ
」

�右

4ウ
よ
り
右

9ウ
ま
で
白
紙

〔
Ｄ
〕

酉
二
月

�

ま
が
村

（
り
脱
）

一
小
判
拾
両

助
大
夫

酉
ノ
暮

�丑
ノ
暮

�五
年
間

壱
年
ニ
三
両
ツ
ヽ

酉
暮

印

1

�

内
三
両

取

戌

印

1

�

内
三
両

取

い

印

1

�

内
三
両

取

子
内

丑
内

�右
（
五
丁
表
）

10オ
」
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亥
ノ
極
月
ニ

一
小
判
五
両

助
大
夫
へ

か
し

□
□
□

壱
両
つ
ゝ
利

さ
ん

（
カ
）

用
六
両
五
匁

子
ノ
年
分

同
七
両
壱
分
三
匁

う
し
ノ
年
分

同
八
両
三
分

と
ら
ノ
年
分

内
壱
両
壱
分
う
け
取

卯
ノ
正
月
日

残
而

小
判
七
両
弐
分

助
大
夫

か
し

（
五
丁
裏
）

�右

10ウ
」

酉
ノ
三
月

�

一
六
百
六
拾
両

波
瀬
村

酉
ノ
年

�丑
ノ
暮
年

�五
年
間

壱
年
ニ
百
九
十
八
両
ツ
ヽ

酉
取

印

1

�内

戌

印

1

�内
い

印

1

�内
子
内

丑
暮内

�右
（
三
丁
表
）

11オ
」

酉
ノ
四
月

�

一
百
七
拾
弐
両

六
呂
木
村

酉
ノ
年

�丑
年

�五
年
間

壱
年
五
拾
壱
両
弐
分
六
匁
六
分
ツ
ヽ

酉
取

印

1

�内
戌

印

1

�内
い

印
1

�内
子

印

2

�内

186

・



丑
内

�右
（
三
丁
裏
）

11ウ
」

壱
志
固
ノ
分

戌
ノ
二
月
六
日

�か
し

一
三
百
四
拾
四
両

川
口
村

戌
ノ
暮

�寅
暮

�五
年
間

壱
年
ニ
百
三
両
ト
銀
十
匁
八
分
ツ
ヽ

戌

印

1

�内
い

印

1

�内
子
内

丑
内

寅
内

�右
（
一
一
丁
表
）12オ
」

戌
二
月
六
日

�か
し

一
弐
百
九
拾
壱
両

新
屋
庄
村

戌
ノ
暮

�寅
暮

�五
年
間

壱
年
ニ
八
拾
七
両
壱
分
弐
匁
七
分
ツ
ヽ

戌

印

1

�内
い

印

1

�内
子
内

丑
内

寅
内

�右
（
一
一
丁
裏
）12ウ
」

同
断

一
九
拾
両

西
比
留
村

戌
ノ
暮

�寅
ノ
暮

�五
年
間

壱
年
ニ
廿
七
両
ツ
ヽ

戌

印

1

�内
い

印

1

�内
子
内
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丑
内

寅
内

�右
（
六
丁
表
）

13オ
」

酉
ノ
霜
月
二
度
ニ
か
し

中
川
清
右
衛
門
殿
手
形
有

一
小
判
卅
五
両

真
崎
左
平
次

戌
ノ
年
ニ

一
小
判
四
拾
五
両

五

高
野

郎
左
衛
門

か
し

壱

�内
十
三
両
ハ
ツ

� ヽ

� 前
方
ノ
か
し

印

1

�いぬ
廿
五
表
か
へ

米
九
石

九
両

印

1

�い
廿
八
表
半
か
へ

米
九
石

七
両
三
分
八
匁

子
卅
壱
表
か
へ

米
九
石

七
両
壱
分

丑
廿
八
表
半
か
へ

米
九
石

七
両
三
分
九
匁

寅
廿
弐
表
半
か
へ

四
十
弐
両
有
、
取
申
候

�右
（
六
丁
裏
）

13ウ
」

同
断

一
百
五
拾
両

星
合
村

戌
ノ
暮

�寅
ノ
暮

�五
年
間

壱
年
ニ

四
拾
五
両
ツ
ヽ

戌

印

1

�内
い

印

1

�内
子
内

丑
内

寅
内

廿
二
日

本
手
形
相
渡
し
申
候与
七
郎
殿

�全
面
×
消
し

�右
（
二
五
丁
表
）

14オ
」

戌
ノ
年

�

一
百
五
両

笠
松
村

戌
ノ
暮

�寅
ノ
暮

�五
年
間

壱
年
ニ
卅
壱
両
弐
分
ツ
ヽ

戌

印

1

�内
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い

印
1

�内
子
内

丑
内

寅
内

十
二
月
廿
二
日

本
手
形
吉
左
衛
門
殿
相
渡
し
申
候

�全
面
×
消
し

�右
（
二
五
丁
裏
）

14ウ
」

同
断

一
百
九
拾
両

岡
村

戌
ノ
暮

�寅
ノ
暮

�五
年
間

壱
年
ニ
五
十
七
両
ツ
ヽ

戌

印

1

�内
い

印

1

�内
子

印

2

内

丑
内

寅
内

�右
（
七
丁
表
）

15オ
」

戌
年

�

一
百
八
拾
五
両

古
市
村

戌
ノ
暮

�寅
ノ
暮

�五
年
間

壱
年
ニ
五
十
五
両
弐
分
ツ
ヽ

戌

印

1

�内
い

印

1

�内
子

印

2

内

丑
内

寅
内

�右
（
七
丁
裏
）

15ウ
」

�右

16オ
～
右

21オ
白
紙
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〔
Ｅ

〕

霜
月
十
五
日

一
小

印
２

判
十
五
両

割
印

六
呂
木
村

長
大
夫
殿

使
二
郎
右
衛
門

霜
月
十
六
日

一
小
判
廿
四

割
印

両
は
せ
村与
三
右
衛
門
殿

使
忠
右
衛
門
殿

霜
月
廿
二
日

一
小

印
２

判
九
両

割
印

か
わ
口
村

角
大
夫
殿

使
半
左
衛
門
殿

霜
月
廿
三
日

一
小

印
２

判
五
十
五

割
印

両
弐
分

古
市
村角
左
衛
門
殿�右

（
一
丁
裏
）

21ウ
」

同
日

一
七

印
２

両 割
印

岡
村

市
郎
左
衛
門
殿

霜
月
廿
四
日

一
小
判
十
三
両
相
渡
し

久
兵
へ
方
へ

同
日

一
小
判
五
両
相
渡
し

し
ゆ
ほ
う
へ

廿
四
日

一
小
判
五
両
弐
分

廿
八
表
三
斗
か
へ

払
六
兵
へ
殿

銭
弐
百
七
十
四
文

米
十
六
表

廿
四
日

は
せ
村

一
小
判
五
十

割
印

七
両

与
三
右
衛
門
殿

使
源
右
衛
門
殿

�右
（
二
一
丁
表
）22オ
」

霜
月
廿
四
日

一
三
両
弐
分
出
し

ふ
き
や六
兵
へ

銭
弐
百
文
取
相
済
申
候

霜
月
廿
五
日

一
小
判
五
両
渡

内
へ

同
日

一
小
判
壱
両
三
分
渡

あ
さ
か五
郎
兵
へ
殿

銭
五
百
文

も
ち
米
五
表
ノ
代
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霜
月
廿
六
日

一
百
両

渡
し

竹
内
道

本

�右
（
二
一
丁
裏
）22ウ
」

同
日

小
野
田

一
卅
五
両
渡
し

権
左
衛
門

伹
い
さ
わ
富
九
兵
へ
か
わ
せ
金
也

使
三
介
吉

（
郎
カ
）

霜
月
廿
九
日

一
小
判
壱
両

舟
橋
市
郎
左
衛
門
殿

く
れ
木
ノ
代

霜
月

�日
岡
村

一
小

印
２

判
五
拾

割
印

両
う
け
取

市
郎
左
衛
門
殿

伹
ま
へ
か
た
七
両
取
、
二
口
ニ
て
相
済
申
候

霜
月

�日

一
小
判
十
両
出
し

角
や
七
郎
次
郎
殿

霜
月

�日

一
小
判
卅
壱
両
壱
分
渡
し

荒
木
山
三
郎
殿

銭
弐
百
十
文
取
申
候

�右
（
二
丁
表
）

23オ
」

霜
月

�日

一
小
判
壱
両
弐
分
渡
し

廿
六
俵
か
へ

も
ち
や長

蔵

銭
弐
百
六
十
文

米
四
俵
ノ
代

十
二
月

子
ノ
一
日

は
せ
村

一
小
判
六
十
八

割
印

両
与
三
右
衛
門
殿

う
け
取
申
候

使
安
兵
へ
殿

十
二
月
一
日

一
小
判
廿
五
両
渡
し

し
ゆ
ほ
う
へ

内
十
両
ハ
霜
月
廿
八
日
ニ
渡
し
清
右
方ニ
てか
り
申
候

十
二
月
一
日

新
屋
庄

一
小
判
廿
両

割
印

取
七
郎
左
衛
門
殿
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同
日

一
小
判
廿
両

割
印

同
人

但
米
代
也

米
五
十
九
俵
半

�右
（
二
丁
裏
）

23ウ
」

極
月
一
日

一
小
判
十
七

割
印

両
取

川
口
伝
左
衛
門
殿

六
郎
兵
へ
殿

一
日

一
小
判
八
拾
両
渡
し

竹
内
道
本
老

子
ノ
十
二
月
二
日

一
小
判
廿
両

川
口
伝
左
衛
門
殿

六
郎
兵
へ
殿

伹
近
藤
七
郎
左
衛
門
殿
手
か
た
ニ
て
取

中
清
右
方
へ
指
引
致
候

十
二
月
二
日

六
呂
木
村

一
小

印
２

判
廿
九 割
印両
弐
分

長
大
（
太
）夫
殿

銭
四
百
七
十
文

使
大
（
太
）郎
右
衛
門

三
日一
小
判
五
両
弐
分
取

廿
七
表
か
へ

松
崎
六
郎
兵
へ
殿

銭
弐
百
四
十
文

米
十
五
俵
代
也

�右
（
一
四
丁
表
）24オ
」

子
ノ
十
二
月
三
日

西
ひ
る
村

一
小
判
廿
七

割
印

両
甚
兵
へ
殿

う
け
取

同
日

一
三
分
銭
七
百
文
渡

久
三
郎

も
め
ん
十
一
た
（
カ
）ん
か
い
申
候

子
ノ
十
二
月
四
日

一
卅
五
両
渡
し

富
山
九
兵
へ
殿

伹
小
野
田
権
左
衛
門
方
へ
渡
し

か
わ
せ
金
也

一
小
判
十
両

小
野
田権
左
衛
門
殿

か
り

�右
（
一
四
丁
裏
）24ウ
」
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一
小
判
十
両

い
つ
く
ら
甚
四
郎
殿

か
り

十
二
月
五
日

一
小
判
五
拾
両

竹
内
道
本
老

渡
し

同
日

一
小
判
三
百
十
弐
両
弐
分

石
川
殿

入

�

引
済
金
相
す
ミ
申
候

五
日
晩

一
小
判
弐
百
十
両

竹
内
道
本
老
へ

渡
し

六
日

一
小
判
六
十
両

小
笠
原与
左
衛
門
殿

入

�右
（
一
三
丁
表
）25オ
」

十
二
月
六
日

竹
内

一
小
判
六
十
両

道
本
老
へ

渡
し

五
口
合
五
百
両
分
相
渡
し
手
形
参
候

十
二
月
六
日
ニ

一
小
判
百
両

西
村
七
郎
右
衛
門
殿

渡
し

同
日

一
弐
分
入

富
山
九
兵
へ
殿

か
わ
せ
ノ
う
ち
取
申
候

十
二

子
ノ
月
六
日

六
呂
木
村

一
小

印
２

判
七
両

割
印

う
け
取

長
大
夫
殿

三
口
ニ
て
五
十
壱
両
弐
分

銀
六
匁
六
分
也

�右
（
一
三
丁
裏
）25ウ
」

子
ノ
極
月
七
日

川
口
村

一
小
判
五
十
七
両
壱
分

角
左
衛
門
殿

銭
弐
百
廿
八
文
か
へ
し
申
候
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右
四
口
合
百
三

割
印

両
ト
銀
十
匁
八
分
也

子
ノ
十
二
月
七
日

笠
松
村

一
小
判
廿
両

割
印

也
喜
兵
へ
殿

使
六
兵
へ
殿

子
ノ
十
二
月
八
日

星
合
村

一
小
判
卅
両

割
印

入
治
右
衛
門
殿

使
与
七
郎
殿

子
ノ
十
二
月
八
日

一
小
判
百
両

西
村
七
郎
右
衛
門
殿

渡
し

�左
（
三
八
丁
表
）25ウ
」

十
二

子
ノ
月
八
日

一
小
判
十
両
渡
し

い
つ
く
ら

甚
四
郎
殿

か
へ
し
申
候

使
三
井
五
郎
八

子
ノ
十
二
月
八
日

一
小
判
十
五

割
印

両
大
崎
与
三
左
衛
門
殿

利
金
之
内
へ
請
取

同
日

一
小
判
十
両
渡
し

か
へ
し
申
候

小
野
田権
左
衛
門
殿

使
三
井
五
郎
八

九
日

一
小
判
十
両

割
印

大
崎
与
三
左
衛
門
殿

う
け
取
申
候

利
金
子
之
内
へ

十
二

子
ノ
月
九
日

一
小
判
十
九
両
弐
分

紀
州
様

弐
百
両
利
金
也

�左
（
三
八
丁
裏
）25オ
」

同
日

一
小
判
弐
百
七
十
九
両

同

伹
引
済
金
内
へ請
取

同
日

一
三
百
両
相
渡
し

西
村
七
郎
右
衛
門
殿
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十
二
月
十
日

は
せ
村

一
小
判
弐
拾
四

割
印

両
与
三
右
衛
門
殿

う
け
取

使
甚
兵
へ
殿

十
二
月
十
二
日

一
小
判
五
十
両
渡
し

中
川
清
右
方

相
渡
し
申
候

伹
近
藤
手
形
弐
十
両
入
テ

同
日

一
七
両
三
分
渡
し

同
人

伹
指
引
候
て

�左
（
三
七
丁
表
）24ウ
」

十
二
月
十
二
日

一
小
判
壱
両
出
し

か
わ
ら
や

十
四
日

一
小
判
廿
両

割
印

新
屋
庄

う
け
取

七
郎
左
衛
門
殿

伹
米
六
十
弐
俵
買
申
候

十
四
日

茶
や

�

一
小
判
四
百
七
十
七
両

九
右
衛
門
殿

う
け
取
申
候

市
右
衛
門
殿

十
四
日

一
小
判
四
十
両
弐
分

近
藤

出
し

三
入
老

使
清
右

（
中
川
清
右
衛
門
）

同
日

一
小
判
五
両

も
ち
や

か
し

長
蔵

�左
（
三
七
丁
裏
）24オ
」

同
日

一
小
判
五
両

内
へ
渡

十
五
日

一
小
判
卅
両
渡

小
津
源
太
郎
殿

廿
一
日

一
小
判
廿
壱
両
三
分

七

新
屋
庄

郎
左
衛
門
殿

う
け
取
申
候
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同
日

一
小
判
五
両
弐
分

弐
十
九
表
三
斗
か
へ

也
同
人

銭
百
九
十
文

米
十
六
表
弐
斗
代
也

此
方
ノ
手
前
米

内
小
判
五
両
壱
分
と
銭
四

� 百

� 七

� 十

� 二

� 文

�

桜
井
清
兵
へ
殿
か
し

五
百
五
十
四
文

新
屋
庄

惣
合

八
十
七

割
印

両
壱
分
弐
匁
七
分
也

�左
（
四
九
丁
表
）23ウ
」

十
二
月
廿
一
日

一
小
判
十
両
出
シ

内
へ

十
二
月
廿
四
日

一
小
判
四
百
両

西
村
七
郎
右
衛
門
殿

渡
し

「
廿
一

（
付
箋
）
日

十
五
両
弐
分有
」

廿
二
日

は
せ
村

一
小
判
十
七

割
印

両
与
三
右
衛
門
殿

廿
三
日

笠
松
村

一
小
判
十
壱

割
印

両
弐
分

喜
兵
へ
殿

う
け
取

吉
左
衛
門
殿

使
平
次
兵
へ

廿
三
日

西
村
七
郎
右
衛
門
殿
へ

一
小
判
四
拾
両

渡
り
候
は
つ

渡
し

桜
井
清
兵
へ
殿
へ

渡
し

�左
（
四
九
丁
裏
）23オ
」

廿
四
日

星
合
村

一
小
判
十
五

割
印

両
次
右
衛
門
殿

二
口
合
四
十
五
両
分
也

使
与
七
郎
殿

同
日

田
丸

一
小
判
廿
壱
両
う
け
取

三
左
衛
門
殿

京
へ
遣
申
候

水
野
利
左
衛
門
様
金

遣
星
合
善
兵
へ
殿
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同
日

一
小
判
卅
五
両

大
崎
与
三
右
衛
門
殿

�

う
け
取

使
七
郎
左
衛
門
殿

廿
四
日

一
小
判
卅
両

小
津
源
太
郎
殿

渡
し

同
日

一
小
判
八
両

松
崎
伊
右
衛
門
殿

出
シ

�左
（
三
〇
丁
表
）22ウ
」

十
二
月
廿
五
日

い
つ
く
ら

一
小
判
廿
両

甚
四
郎
殿

う
け
取
申
候

廿
六
日

一
小
判
五
両

内
へ
渡

廿
六
日

ま
か
り

一
弐
分
取

助
大
夫

丑
ノ
正
月
九
日

は
せ
村

一
小
判
八
両

割
印

与
三
右
衛
門
殿

う
け
取

六
口
合
百
九
十
八
両
也

丑
ノ
二
月
五
日

能 （カ
）や

一
小
判
廿
壱
両
弐
分

市
郎
右
衛
門
殿

銭
弐
百
七
十
文米
六
十
弐
俵
う
け
取

�左
（
三
〇
丁
裏
）22オ
」

正
月
十
五
日

一
小
判
弐
両
壱
分

山
田
へ

出
し

参
宮
仕
候
時

内
三
分
、
弐
百
文
中
川

清
右
金
払
申
候
、
か
し
也

二
月

丑
ノ
七
日

�

一
小
判
十
壱
両
三
分
渡
し

中
川
清
右

銭
四
百
廿
五
文

渡
し

出
入
相
す
ミ
申
候
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三
月

�日

一
小
判
四
十
両
入

道
本
老

�

卯
月
十
五
日

一
小
判
卅
両
出
し

新
町
五
郎
右
衛
門
殿

卯
月
廿
七
日

一
小
判
四
両
弐
分
出
し

桜
井
清
兵
へ
殿

銭
五
百
卅
文

米
共
ニ
伹
十
両
分
也

�左
（
五
〇
丁
表
）21ウ
」

一
小
判
四
両

し
ゆ
ほ
う
へ

出
シ

三
入
払
ノ
金

（
以
下
余
白
）

�左
（
五
〇
丁
裏
）21オ
」

�左
（
三
二
丁
表
）

20ウ
白
紙
」

〔
Ｆ
〕

�三
二
丁
小
口
中
央
に
紙
縒
り
貼
付
あ
り

丑
ノ
霜
月
九
日

霜
月
九
日

は
せ
村

一
金
六
拾
両

小
出
与
三
右
衛
門
殿

廿
日

一
金
五
拾
九
両

同
人

廿
二
日

一
金
弐
拾
両

同
人

廿
六
日

一
金
卅
両

森
本
茂
兵
衛
殿

十
二
月
八
日

は
せ
村

一
金
弐
拾
九
両

市
郎
右
衛
門
殿

五
口
合
百
九
拾
八
両
也

�全
面
×
消
し

�左
（
三
二
丁
裏
）

20オ
」

丹
う

永
井
彦
大
夫
分
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霜
月
廿
四
日

一
金
弐
十
七
両

持
参
候
金

一
金
十
両

京

�拙
子
持

参
候
金

水
野
利
左
衛
門
殿

か
わ
せ
ニ
致
参
候

同
廿
八
日
ニ

一
金
四
両

持
参
候
金
也

三
口
合
四
拾
壱
両
也

内
卅
両
者

新
屋
庄
七
郎
左
衛
門
殿
米八
十
四
表か
い
申
候

手
形
渡

同
十
壱
両
者
薬
王
寺
庄
や
太
郎
兵
へ

米
三
十
壱
俵
手
形
渡

銭
三
百
五
文
也

�全
面
×
消
し

�左
（
四
一
丁
表
）

19ウ
」

十
二
月
十
四
日

星
合
村

一
小
判
三
拾
両

次
左
衛
門
殿

十
二
月
十
五
日

一
金
三
百
廿
両

石
川
殿

廿
一
日

笠
松
村

一
小
判
十
九
両
弐
分

喜
兵
へ
殿

う
け
取

廿
四
日

星
合
村

一
小
判
十
五
両
う
け
取

次
左
衛
門
殿

�左
（
四
一
丁
裏
）19オ
」

（
四
一
丁
間
に
挟
込
の
書
付
）

「
入
参
百
四
拾
弐
両
弐
分

出
シ
参
百
十
七
両
弐
分

又
廿
両
ハ
米
ニ
て
取

引
而
五
両
也
十
二
月
一
日
」

霜
月
廿
六
日

六
呂
木
村

一
金
拾
両

長
大
夫
殿

十
二
月
二
日

一
金
拾
両

同
人

十
日

一
金
十
壱
両

同
人
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十
八
日

一
金
九
両

同
人

廿
五
日

一
九
両
弐
分

同
人

銭
四
百
六
十
八
文

�左
（
三
三
丁
表
）18ウ
」

丑
ノ
霜
月
十
一
日

岡
村

一
金
弐
拾
両

市
郎
左
衛
門
殿

十
二
月
四
日

一
金
卅
七
両

同
人

二
口
合
五
十
七
両
也

同
十
三
日

川
口
村

一
四
拾
両

伝
左
衛
門
殿

同
廿
四
日

川
口
村

一
卅
両

角
太
夫
殿

�左
（
三
三
丁
裏
）18オ
」

同
廿
七
日

一
金
弐
拾
三
両

同
人

十
二
月
一
日

一
金
拾
両

同
人

銀
十
匁
八
分

使
角
介

四
口
合
百
三
両
銀
十
匁
八
分
也

霜
月
十
五
日

古
市
村

一
金
弐
拾
五
両
弐
分

角
左
衛
門
殿

同
廿
五
日

一
弐
拾
両

同
人

�左
（
三
四
丁
表
）17ウ
」

霜
月
卅
日

古
市
村

一
金
九
両

角
左
衛
門
殿

十
二
月
三
日

一
金
壱
両

同
人

四
口
合
五
拾
五
両
弐
分
也
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霜
月
十
二
日

大
野
木

一
小
判
三
拾
両

甚
兵
へ
殿

使
子
息
十
左
衛
門
殿

伹
松
平
九
郎
左
衛
門
殿
借
金
引
済
方
へ

霜
月
卅
日

小
笠
原

一
金
三
拾
両

与
左
衛
門
殿

�左
（
三
四
丁
裏
）17オ
」

霜
月
廿
八
日

一
金
三
拾
両

同
人

二
口
合
六
拾
両
相
済
申
候

霜
月
十
四
日

新
屋
庄

一
金
六
拾
両

七
郎
左
衛
門
殿

内
十
両
者
米
ニ
而
請
取

右
者
大
崎
与
三
左
衛
門
殿
引
済
方
へ

相
す
ミ
申
候

（
以
下
余
白
）

�左
（
四
二
丁
表
）16ウ
」

霜
月
卅
日

新
や
庄

一
金
卅
両

七
郎
左
衛
門
殿

伹
丹
う
村
米
八
十
四
表
か
い
遣
申
候

金
取
申
候
分
也

十
二
月
一
日

西
ひ
る

一
金
十
壱
両

甚
兵
へ
殿

十
二
月
八
日

笠
松
村

一
金
十
弐
両

喜
兵
へ
殿

吉
左
衛
門
殿

（
貼
紙
）

「
取
高

三
分

六
百
四
拾
七
両
弐

� 分

� 也
」

�左
（
四
二
丁
裏
）16オ
」

�左

15ウ
～
左

9ウ
白
紙

�左

9オ
よ
り
左

4ウ
ま
で
天
地
逆
書
。
こ
こ
で
は
記
載
順
と
す
る

「
当
座
借
シ

（
付
見
出
）

借
リ
」

�左
（
三
一
丁
裏
）4オ
白
紙
」
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〔
Ｇ

〕

（
付
見
出
）

「
当
座
借
シ
借
リ
」

借
リ
借
シ
ノ
覚

子
ノ
十
月
一
日

一
小
判
百
両

久
兵
衛

�

借
り

二
月

子
ノ
廿
七
日

角
や

一
小
判
百
両

七
郎
左
衛
門
殿

借
り

此
利
金
十
両
取
渡
し

子
ノ

霜
月

�日
ニ

相
済
申
候

子
ノ
極
月
一
日
ニ
預
り

一
小
判
百
両

荒
木
清
右
衛
門
殿

此
利
金
十
壱
両
丑
ノ
十
月

�日
返
弁

は
つ

�左
（
三
一
丁
表
）4ウ
」

霜 子
月
廿
六
日
・
十
二
月
四
日
両
人
相
渡
し
申
候

一
小
判
七
拾
両

富
山
九
兵
へ
殿

江
戸
ニ
而
極
月
廿
四
日
八
郎
右
衛
門
方
へ

相
渡
し
候
は
つ
、
手
形
参
候
也

子
ノ
十
二
月
六
日

�金
相
渡
し

竹
内
道
本
老

一
小
判
五
百
両

村
田
孫
兵
へ
殿

取
替

竹
内
大 （太
）郎
兵
へ
殿

江
戸
丑
ノ
七
月
十
日
請
取
申
候
は
つ

か
わ
せ
金
也

一
小
判
四
拾
両
取
替

同
人

丑
ノ
三
月

�日
此
方
ニ
て
請
取

申
は
つ
、
右
之
う
ち
金
也

右
二
口
手
形
参
候

�全
面
×
消
し

�左
（
二
三
丁
表
）

5オ
」

払
方

丑
ノ
霜
月
十
一
日

一
金
弐
拾
両

津
文
右
方
へ
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同
十
五
日

一
金
卅
両

同
人

同
廿
八
日

一
金
六
拾
両

同
人

十
二
月
三
日

一
金
廿
三
両
壱
分

同
人

銀
六
匁
九
分

同
日

一
三
分

同
人

利
金
相
渡
し

五
口
合

百
卅
四
両
ト
銀
六
匁
九
分

�左
（
二
三
丁
裏
）5ウ
」

右
か
わ
せ
致
相
渡
し
出
入
相
す
ミ
申
候

�左

5ウ
全
面
よ
り
こ
こ
ま
で

×
消
し

荒
木
清
右
衛
門
殿

一
五
十
両

霜
月
十
五
日
ニ

一
五
十
両
三
分

霜
月
廿
六
日
ニ
渡

一
十
壱
両

利
金

三
口
合
百
十
壱
両
三
分
也

右
之
通
ニ
て
借
り
金
相
す
ミ
申
候

�

「
荒
木
清
右
衛
門
」
よ
り
×
消
し

�左
（
二
二
丁
表
）

6オ
」

京
八
郎
右
衛
門
方
へ
渡
し
覚霜
月
十
六
日
ニ

一
金
百
両

使
八
郎
右
衛
門

霜
月
廿
六
日
ニ

一
金
百
卅
両

使
孫
兵
衛

小
野
田
三
郎
右
衛
門

一
金
七
十
両

か
わ
せ
致
、
二
度
ニ

相
渡
し
申
候

三
口
合
三
百
両
也

京
八
郎
右
衛
門
渡
し

霜
月
一
日

一
金
弐
百
卅
三
両
壱
分

文
津
三
井右
衛
門
か
わ
せ

銀
六
匁
九
分

小
牧
宗
左
衛
門
殿

�

又
三
分
利
足
相
渡
し

う
け
取
申
候

二
口
合
弐
百
卅
四
両
六
匁
九
分出
入
相
す
ミ

�全
面
×
消
し

�左
（
二
二
丁
裏
）

6ウ
」
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丑
ノ
霜
月
一
日

一
小
判
百
両

三
井
文
右
衛
門

預
り

手
形
渡
し

京
八
郎
右
衛
門
渡
し
覚

十
二

丑
ノ
月
十
六
日

江
戸

�

一
百
五
十
両

く
わ
な

手
形

山
田
藤
左
衛
門
殿

か
わ
せ
金
渡
し

同
十
二
月
十
五
日

江
戸

�

一
小
判
十
五
両

近
藤
庄
右
衛
門
殿

手
形
取

か
わ
せ
金
相
渡
し
申
候

同
十
五
日

同
十
七
日

両
日
ニ
相
渡
し
申
候

一
小
判
四
拾
両

小
野
三

（
田
脱
）郎
右
衛
門

京
へ
か
わ
せ
金
致

相
渡
し
申
候

是

�京
へ
渡
し

合
七
百
卅
八
両
壱
分

銀
六
匁
九
分
相
渡
し
覚

�

「
京
八
郎
右
衛
門
渡
し
覚
」
よ
り
×
消
し

�左
（
三
九
丁
裏
）

７
オ
」

中
川
清
右
衛
門
相
渡
し
覚

一
金
廿
両

十
二
月
三
日

一
金
廿
両

十
二
月
八
日

（
以
下
余
白
）

�左
（
三
九
丁
表
）7ウ
」

丑
ノ
十
二
月
に

一
小
判
十
弐
両

久
兵
へ
殿

利
足
金
相
渡
し

（
以
下
余
白
）

�左
（
一
六
丁
表
）8オ
」

（
小
）

源
大
津
大 （太
）郎
殿

一
小
判
廿
両

十
二
月
十
二
日

一
小
判
廿
両
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一
廿
両（
以
下
余
白
）

�左
（
一
六
丁
裏
）8ウ
」

京
八
郎
右
衛
門
渡
し
覚

一
金
七
百
卅
八
両
壱
分

丑
ノ
十
二
月
十
七
日

�

銀
六
匁
九
分

一
銀
十
壱
貫
四
百
廿
匁

丑
ノ
十
二
月
廿
三
日

此
代
金
弐
百
両
也

使
仁
兵
へ

一
小
判
拾
両

小
野
田三
郎
右
衛
門

伹
十
二
月
廿
五
日
渡
し

�
（
一
五
丁
表
）

左

9オ
」

�こ
こ
よ
り
天
地
戻
し
左

3ウ
に
つ
な
ぐ

�左

3ウ
よ
り
左

1オ
ま
で
の
三
丁
、
お
よ
び
表
紙
対
応
分
三
丁
、
合
計
六
丁
白

紙�こ
れ
よ
り
二
括
り
目

「
借
リ
之
所
」

（
付
見
出
）

�五
四
丁
表
白
紙
」

「
借
リ
所

（
付
見
出
）

」

〔
Ｈ
〕

借
リ
分

酉
ノ
三
月

�

一
小
判
百
両

中
川
清
右
衛
門
殿

波
瀬
村
か
し
ノ
内

酉
ノ内

�

（
中
川
、
以
下
同
）

卅
両
渡
し

戌
内

�卅
両
渡
し

い
内

�卅
両
渡
し

子
内

�卅
両
請
取

丑
内

卅
両

（
五
四
丁
裏

�全
面
×
消
し）」

戌
ノ
年

�

一
小
判
百
両

同
人

伹
壱
志
固
分

戌
内

�卅
両
渡
し

い
内

�卅
両
渡
し

寛文一二年三井高利自筆「万借帳」・「万覚帳」
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子
内

�卅
両
請
取

丑
内

卅
両

寅
内

（
五
五
丁
表

�全
面
×
消
し）」

戌
年

�

小
津

一
小
判
弐
百
両

源
大
（
太
）郎
殿

伹
壱
志
固
分

戌
内

六
十
両
渡
し

い
内

六
十
両
渡
し

子
内

六
十
両
渡
し

丑
内

寅
内

（
五
五
丁
裏

�全
面
×
消
し）」

亥
ノ
年

�

一
百
五
十
両

近
藤
三
入
老

紀
州
様
之
内

亥

�内
四
十
両
弐
分
渡
し

子

�内
四
十
両
弐
分
渡
し

丑

�内
寅

�内
卯
内

（
五
六
丁
表
）」

亥
ノ
年

�

一
四
百
五
十
両

中
川
清
右
衛
門
殿

紀
州
様
之
内

亥
ノ�内

�

（
中
川
）百
廿
壱
両
弐
分

渡
し

子

�内

�百
弐
拾
壱
両
弐
分
請
取

丑

�内
寅

�内
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卯
内

〔
Ｉ

〕

（
五
六
丁
裏
）
」

（
裏
表
紙
裏
）
」

「
越
後

（
裏
表
紙
）屋
八
郎
兵
衛
」
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十
二
月
三
日

十
郎
左
衛
門
へ

使
九
郎
兵
へ

ち
せ
ん
へ

三
日

吉
兵
へ

�

金
弐
両

請
取
申
候

十
二
月
三
日
ニ

吉
兵
へ

�

金
四
両

請
取
申
候

京

�七
助
ニ

金
子
廿
五
両

請
取

ひ
つ
し
ノ
十
二
月
二
日

寛文12年三井高利自筆「万借帳」
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（
表
紙
）「
宗
寿

（
貼
紙
）

自
筆
覚
帳
」

（
表
紙
）
」

（
表
紙
裏
白
紙
）
」

借
シ
覚

亥
ノ
五
月

一
金
弐
千
八
百
両

紀
州

手
形
有

様

指
上
申
候

壱
年
七
百
五
十
六
両
ツ
ヽ

�亥 印

3

�子 印

3

�丑 印

3

�寅 印

3

�卯 印

3

辰
ノ
正
月
十
二
日

手
形
か
へ
し
申
候
玉
川
伊
右
衛
門
様
へ

（
一
丁
表

�全
面
×
消
し）」

子
ノ
年

取
次
堀
田
九
八
郎
殿

一
金
弐
百
両

大
崎
与
惣
左
衛
門
殿取
替

壱
年
六
十
両
ツ
ヽ

�子 印

3

�丑 印

3

�寅 印

3

�卯 印

3

霜
月
十
一
日
四
十
両

極
廿
日
廿
両

�辰 印

3

霜
月
十
六
日
済

（
一
丁
裏

�全
面
×
消
し）」

丑
ノ
五
月

一
金
千
両

紀

手
形
有

州
様
へ

壱
年
ニ
弐
百
七
十
両
ツ
ヽ
指
上
申
候

�丑 印
3
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�寅 印

3

�卯 印

3

�辰 印
3

�巳 印
3

（
二
丁
表

�全
面
×
消
し）」

子
ノ
極
月

一
金
弐
百
七
十
両

紀
州

町
年
寄
衆
之
内

様
へ

指
上
申
候

壱
年
ニ
七
十
弐
両
三
分
九
匁
ツ
ヽ

�丑 印

3

�寅 印

3

�卯 印

3

�辰 印

3

�巳 印

3

（
二
丁
裏

�全
面
×
消
し）」

子
ノ
年

一
金
千
両

石
川
若
狭
守
様

取
替

�子 印

3

三
百
十
弐
両
弐
分

�丑 印

3

三
百
廿
両

�寅 印

3

弐
百
九
十
両

�卯 印

3

弐
百
六
十
両

�辰 印

3

弐
百
卅
両

（
三
丁
表

�全
面
×
消
し）」

丑
ノ
三
月
廿
九
日

一
金
百
両

松
平

取
次
宮
地
久
右
衛
門
様

九
郎
左
衛
門
殿

庄
や
田
丸
領
大
野
木

壱
年
ニ
卅
両
ツ
ヽ

甚
兵
衛
殿
也

�丑 印

3

�寅 印

3

�卯 印

3

極
月
廿
一
日

済
申
候

�辰 印

3

霜
月
十
六
日

済
申
候

�巳 印

3

�極
五
日

十
八
両

午
二
月
十
六
日

十
弐
両
済

引
残
り
利
足
か
し

（
三
丁
裏

�全
面
×
消
し）」

卯
之
七
月

一
金
百
両

大
崎

取
次
堀
田
九
八
郎
殿

三
左
衛
門
殿

壱
年
ニ
卅
両
ツ
ヽ

寛文一二年三井高利自筆「万借帳」・「万覚帳」
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�卯 印

3

極
月
七
日
ニ
済
申
候

�辰 印

3

極
月
十
六
日
ニ
済
申
候

�巳 印
3

�午 印
3

未

（
四
丁
表
）
」

寅
ノ
極
月

寛
文
弐
年
ノ廿
二
日

一
金
卅
両

大
石
与

手
形
有

五
右
衛
門
殿

取
替

（
以
下
余
白
）

（
四
丁
裏
）
」

寅
ノ
年

一
銀
五
拾
貫
目

細
川
越
中
守
様

壱
年
ニ
十
五
貫
目
ツ
ヽ

�寅 印

3

�卯 印

3

辰巳午

（
以
下
余
白
）

（
五
丁
表
）
」

辰
ノ
三
月

一
金
六
拾
両
か
し

小
幡
弥
右
衛
門
殿

壱
年
ニ
十
八
両
ツ
ヽ

済
申
筈

�辰 印

3

�巳 印

3

�午 印

3

「
午
」

（
貼
紙
）

未申

（
五
丁
裏
）」

極
月
済
シ

一
金
三
千
両

殿
様
指
上

�辰 印

3

八

� 百

� 十

� 両

� ツ

� ヽ

�

�巳 印

3

七
百
五
十
両
ツ
ヽ

�午 印

3

未申

（
以
下
余
白
）

（
六
丁
表
）」
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巳
ノ
正
月
十
一
日
江
戸
渡
し

七
月
済
シ

一
金
千
弐
百
両

殿
様
へ
指
上

立
取
替
三
百
両廿

� 四

� 両

�ツ
ヽ

�巳ノ
印

3

六
月
よ
り
七
月
五
日

�相
済

�午 印
3

未申鳥

（
以
下
余
白
）

（
六
丁
裏
）
」

む
ま
正
月

�借
シ

七
月
済
シ

一
金
千
両

殿
様

�午 印

3

弐
百
五
十
両
済

未申と
り

い
ぬ

（
以
下
余
白
）

（
七
丁
表
）
」

午
ノ
七
月

�

極
月
済
シ

一
小
判
弐
百
両

殿
様
へ

五
十
四
両
ツ
ヽ

�午 印

3

未申と
り

い
ぬ

（
以
下
余
白
）

（
七
丁
裏
）」

午
七
月

�日
霜
月
切

印

3一
小
判
五
拾
両

荒
木
八
郎
右
衛
門
殿

此
利
弐
両
四
百
文
午
十
二
月
廿
五
日
済

午
ノ
十
二
月
廿
一
日

印

3一
小
判
六
拾
両

田
丸
宮
本
九
大
夫
殿

未
七
月

�

月
壱
ふ

か
し

内
五
拾
両
請
取

午
ノ
十
二
月
廿
五
日
済

印

3

手
形
渡
ス

引
残
而
金
十
両
か
し

（
八
丁
表

�「
午
ノ
十
二
月
廿
一
日
」
よ
り
×
消
し）」
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午
ノ
十
二
月
廿
一
日

月
壱
分
利

廿

� 日

� 済

�

印

3一
六
百
九
拾
両

殿
様
へ

か
し

壱

� 年

� ニ

� 百

� 八

� 十

� 六

� 両

� 壱

� 分

�

銀

� 十

� 二

� 匁

�

未申と
り

い
ぬ

い

「
（
付
箋
）

か
し
〆
金
三
千
五
百
七
拾
両
か
」

内
金
五
拾

印
３

七
両
未
十
二
月
十
五
日
請
取

（
八
丁
裏
）
」

（
九
丁
表
白
紙
）
」

藤
藤
（
堂
）泉
守
様
分

一
米
弐
千
石

十
年
切

本
米
百
石

利
米
百
卅
石

一
米
千
石

五
年
切

（
以
下
余
白
）

（
九
丁
裏
）
」

�以
下
一
〇
丁
表
よ
り
三
四
丁
表
ま
で
白
紙

「
在
借

（
付
見
出
）し
」

在
借
シ
覚

卯
ノ
年

一
金
七
拾
両

�

原

大
庄
や
五
郎
兵
衛
殿村

壱
年
ニ
弐
拾
壱
両
ツ
ヽ

次
郎
右
衛
門
殿

�卯 印

3

霜
月

�日
済
申
候

�辰 印

3

十
二
月
二
日
済

�巳 印

3

�午 印

3

�未 印

3

（
三
四
丁
裏

�全
面
×
消
し
）」

卯
ノ
年

一
金
百
七
拾
五
両

大

大
庄
や
大
兵
衛
殿

河
内
村

壱
年
ニ
五
拾
弐
両
弐
歩
ツ
ヽ

庄
や
半
三
郎
殿

�卯 印

3

極
月
六
日
ニ
卅
両
残
廿
弐
両
弐
分
極
月
廿
日

�辰 印

3

十
一
月

�日
卅
弐
両
弐
分

残
り十
二
月
三
日
済

�巳 印

3

�午 印
3

�未 印
3
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（
三
五
丁
表

�全
面
×
消
し
）」

卯
ノ
年

一
金
六
拾
両

六
呂

大
庄
や
五
郎
兵
衛
殿

木
村

壱
年
ニ
拾
八
両
ツ
ヽ

虎
之
助
殿

�卯 印
3

霜
月

�日
済
申
候

�辰 印

3

極
月
二
日

�巳 印

3

�午 印

3

�未 印

3

（
三
五
丁
裏

�全
面
×
消
し
）」

卯
ノ
年

一
金
弐
百
三
拾
両

下
出

大
庄
や
五
郎
兵
衛
殿

江
村

壱
年
ニ
六
拾
九
両
ツ
ヽ

�卯 印

3

極
月
廿
三
日
済

�辰 印

3

�巳 印

3

�午 印

3

�未 印

3

（
三
六
丁
表

�全
面
×
消
し
）」

卯
ノ
年

一
金
八
拾
両

坂
内

大
庄
や
五
郎
兵
衛
殿村

壱
年
ニ
弐
拾
四
両
ツ
ヽ

庄
や
五
郎
右
衛
門
殿

�卯 印

3

霜
月

�日
済
申
候

�辰 印

3

極
月
二
日

�巳 印

3

�午 印

3

�未 印

3

（
三
六
丁
裏

�全
面
×
消
し
）」

卯
ノ
年

一
金
八
拾
両

田

大
庄
や
大
兵
衛
殿

村

壱
年
ニ
弐
拾
四
両
ツ
ヽ

庄
や
安
兵
へ
殿

�卯 印

3

霜
月
廿
九
日

�辰 印

3

十
一
月
卅
日

�巳 印

3

�午 印

3

�未 印

3

（
三
七
丁
表

�全
面
×
消
し
）」

卯
ノ
年

一
金
百
五
拾
両

広
瀬

大
庄
や
大
兵
衛
殿

村

壱
年
ニ
四
拾
五
両
ツ
ヽ
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�卯 印

3

極
月
廿
五
日
済
申
候

�辰 印

3

�巳 印
3

�午 印
3

内
八
両
弐
分
九
匁
午
ノ
年
分
利
金
之
内
へ
済

未

（
三
七
丁
裏
）
」

卯
ノ
年

一
金
三
拾
両

内
五

大
庄
や
作
右
衛
門
殿

曲
村

壱
年
ニ
九
両
ツ
ヽ

庄
や
久
左
衛
門
殿

�卯 印

3

極
月
三
日
済
申
候

�辰 印

3

�巳 印

3

�午 印

3

未

（
三
八
丁
表
）
」

卯
ノ
年

一
金
百
三
拾
両

舟
江

大
庄
や
作
右
衛
門
殿村

壱
年
ニ
三
拾
九
両
ツ
ヽ

庄
や
孫
兵
へ
殿

�卯 印

3

極
月
四
日
ニ
断
有

�辰 印

3

�巳 印

3

�午 印

3

�未 印

3

（
三
八
丁
裏

�全
面
×
消
し
）」

卯
ノ
年

一
金
八
拾
五
両

西
肥

大
庄
や
茂
兵
衛
殿

留

（
カ
）

村

壱
年
ニ
弐
拾
五
両
弐
分

庄
や甚
大
夫
殿

�卯 印

3

霜
月
廿
九
日
ニ

�辰 印

3

�巳 印

3

�午 印

3

�未 印

3

（
三
九
丁
表

�全
面
×
消
し
）」

卯
ノ
年

一
金
弐
百
六
拾
両

須
ヶ

大
庄
や
佐
大
夫
殿

瀬
村

壱
年
ニ
七
拾
八
両
ツ
ヽ

庄
や
十
左
衛
門
殿

�卯 印

3

四
十
八
両
霜
月
九
日

卅
両
極
月
十
二
日
ニ

�辰 印

3

�巳 印

3

�午 印

3

�未 印
3

（
三
九
丁
裏

�全
面
×
消
し
）」
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（
三
九
丁
に
挟
み
込
の
書
付
）

「
覚

一
卅
両

�十
二
月
廿
一
日

弐
ケ
月
分

済

一
卅
弐
両

午
六
月
廿
七
日

八
ケ
月
分

済

一
七
両

午
十
（
カ
）二
月
廿
七
日

十
四
ケ
月
分

済

合
四
百
十
四
両
分

此
利
五
両
ト
十
匁
五
分

印

3一
三
分
六
匁
七
分
五
り

午
十
二
月

六
十
九
両
分
廿
七
日

済

印

3利
金
合
六
両
弐
匁
弐
分
五
り

此
利
金
六
両
銭
百
文
う
け
取

引
残
り
七
十
五
文
か
し

午
ノ
十
二
月
廿
七
日

下
出
江
甚
大
郎
殿
」

卯
ノ
年

一
金
百
四
拾
両

星
合

大
庄
や
茂
兵
衛
殿

（
カ
）

村

壱
年
ニ
四
十
弐
両
ツ
ヽ

庄
や
次
左
衛
門
殿

�卯 印

3

四
十
両
霜
月
廿
八
日

廿
六
両
極
十
三
日
ニ

�辰 印

3

�巳 印

3

�午 印

3

�未 印

3

（
四
〇
丁
表

�全
面
×
消
し
）」

卯
ノ
年

一
金
百
三
拾
両

久
保
田

大
庄
や
作
右
衛
門
殿村

壱
年
ニ
三
拾
九
両
ツ
ヽ

�卯 印

3

卅
両
霜
月
九
日
九
両
霜
月
廿
九
日

�辰 印

3

十
両
者
壱
年
過

請
取

�巳 印

3

午
ノ
七
月
十
三
日

請
取

午
残
り
十
一
両
か
し

未
残
り
拾
壱
両
か
し

（
四
〇
丁
裏
）」

卯
ノ
年

一
金
弐
百
両

奥
津

大
庄
や
五
郎
兵
衛
殿村

壱
年
ニ
六
拾
両
ツ
ヽ

�卯 印

3

卅
両
霜
月
廿
九
日

廿
両
霜
月

�日
十
両
極
九
日

�辰 印

3

�巳 印
3

�午 印
3
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�未 印

3

（
四
一
丁
表

�全
面
×
消
し
）」

卯
ノ
年

一
金
百
五
拾
両

川
俣
谷

壱
年
ニ
四
拾
五
両
ツ
ヽ

大
庄
や

（
太
）

次 大
郎
右
衛
門
殿

郎

市
大
夫
殿

左
衛
門
殿

�卯 印

3

霜
月
廿
九
日
済
申
候

�辰 印

3

�巳 印

3

�午 印

3

�未 印

3

（
四
一
丁
裏

�全
面
×
消
し
）」

卯
ノ
年

一
金
百
両

粥

大
庄
や
九
郎
兵
衛
殿

見
村

壱
年
ニ
三
拾
両
ツ
ヽ

金
助

殿

�卯 印

3

極
月
五
日
済
申
候

�辰 印

3

�巳 印

3

�午 印

3

�未 印

3

（
四
二
丁
表

�全
面
×
消
し
）」

卯
ノ
年

一
金
三
百
拾
両

大
津

大
庄
や
弥
七
郎
殿

村

壱
年
ニ
九
拾
三
両
ツ
ヽ

庄
や
半
兵
へ
殿

�卯 印

3

霜
月
廿
七
日
済
申
候

�辰 印

3

十
一
月
廿
七
日
ニ

�巳 印

3

�午 印

3

�未 印

3

（
四
二
丁
裏

�全
面
×
消
し
）」

合
拾
七
口
金
弐
千
五
百
両
也

内
百
弐
拾
両
二
口
分
済

残
テ
弐
千
三
百
八
拾
両
也

大
庄
や
五
郎
兵
衛

大
庄
や
大
兵
衛

�原
村

大
河
内
村

坂
内
村

田
村
村

下
出
江
村

広
瀬
村

六
呂
木
村

大
庄
や

粥
見
村

作
右
衛
門

奥
津
村

内
五
曲
村

川
俣
谷

舟
江
村

大
庄
や

久
保
田
村
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大
郎
右
衛
門

大
庄
や
佐
大
（
太
）夫

一
大
夫

須
ケ
瀬
村

次
郎
左
衛
門

大
庄
や
弥
七
郎

大
津
村

（
四
三
丁
表
）
」

一
金

二
口
預
納

五
拾
両

藤

桜
井
清
兵
へ
手
形
渡
シ

木
村

一
金
弐
百
拾
五
両

笠
松
村

一
金
三

卯
ノ
五
月

�

拾
五
両

小
津
村

霜
月
切
一
年
借
シ

右
三
口
桜
井
清
兵
へ
借
シ
分
渡
ス
三
百
両
分

（
四
三
丁
裏

�全
面
×
消
し
）」

卯
ノ
五
月

�壱
年
借
シ

印

3一
金
弐
百
両

丹
生
村

此
利
拾
七
両
弐
歩

霜
月

�日
切

相
済
申
候

同
断

印

3一
金
百
両
相
済
申
候

矢
津
村

此
利
八
両
三
歩

霜
月

�日
切

（
四
四
丁
表
）
」

午
ノ
極
月
廿
四
日

一
小
判
卅
六
両
壱
分

又

ひ
ろ
せ
村六

殿

銀
六
匁
か
し

右
之
（
カ
）利
金
壱
両
三
分
四
匁

未
ノ
三
月

�

二
口
合
卅
八
両
銀
十
匁
か
し

�「
午
ノ
極
月
廿
四
日
」
よ
り
×
消
し

午
ノ
霜
月

�

一
小
判
十
壱
両

庄

久
保
田
村

や

か
し

（
四
五
丁
裏
）」

�以
下
四
六
丁
表
よ
り
七
〇
丁
表
ま
で
白
紙

「
わ
け

（
付
見
出
）か
し
」わ
け
借
シ
分

亥
ノ
年
分

中
川
清
右
衛
門
分

一
金
四
百
五
拾
両

紀
州
様
へ
弐
千
八
百
両

指
上
金
之
内
也

壱
年
ニ
百
廿
壱
両
弐
分
ツ
ヽ

�亥�子
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�丑�寅�卯
（
六
九
丁
裏

�全
面
×
消
し
）」

同
人
分

一
金
弐
百
両

石
川
若
狭
守
様

取
替

�子
六
十
弐
両
弐
分
之
筈

�丑
六
十
四
両

同
断

�寅
五
十
八
両

同
断

�卯
五
十
弐
両

同
断

�辰
四
十
六
両

同
断

（
七
〇
丁
表

�全
面
×
消
し
）」

中
川
清
右
衛
門
分

丑
ノ
五
月

一
金
弐
百
両
分

紀
州
様
へ
千
両
分

指
上
申
候
金
子
之
内

壱
年
ニ
付
五
十
四
両
ツ
ヽ

�丑�寅�卯
�辰巳

（
七
〇
丁
裏
）」

卯
年
分

一
金
四
百
五
拾
両

左
借
シ
百
性
中

高
弐
千
五
百
両
之
内

壱
年
ニ
付
百
卅
五
両
ツ
ヽ

内
金
弐
十
弐
両
巳
ノ
五
月

本
金
済

十
一
日

�卯
壱
年
ニ
百
廿
八
両
壱
分
九
匁
也
ツ
ヽ

�辰�巳午未

同
人

一
金
百
両
済
申
候

在
借
シ
之
内
壱
年
か
し
也

卯
ノ
五
月

�

此
利
金
八
両
三
分
也

同
霜
月

�

霜
月
切

（
七
一
丁
表
）」

亥
ノ
年

�
紀
州
様
へ
弐
千
八
百
両
指
上
金
之
内

一
金
百
五
十
両

近
藤
三
入
老
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壱
年
ニ
付
四
拾
両
弐
分
ツ
ヽ

�亥�子�丑�寅�卯
（
七
一
丁
裏

�全
面
×
消
し
）」

�以
下
七
二
丁
表
よ
り
七
七
丁
表
ま
で
白
紙

「
借

（
付
見
出
）

り
」

寅
ノ
年

一
金
百
両

印

3

三
井
久
兵
衛�文
字
囲
み
消
し

内
十
両
渡
し
付
出
し

巳
ノ
極
月

�

印

3一
九
拾
両

印

3

三
井
久
兵
衛�文
字
囲
み
消
し

此
利
十
両
三
分

銭
弐
百
卅
七
文

渡
し

巳
ノ

�極
月
三
日

（
慶
聚
院
）

印

3一
八
拾
五
両
印

3付
出
シ

け
し
ゆ
い
ん

利
足
八
両
弐
分

午
ノ
年
之
利
金

相
済
ミ
申
候

�全
面
○
消
し

（
七
七
丁
裏
）」

巳

� ノ

�

午
ノ

□
ノ
七
月

�日

一
五
拾
両

来
迎
寺

但
是
ハ
荒
木
八
郎
右
殿
か
し

巳
ノ
霜
月
末

西
町

印

3一
小
判
五
両
印

3付
出
シ

与
兵
へ

印

3

内
弐
分
利
金
午
ノ
霜
月

�日
ニ

�全
面
○
消
し

七
月

午
ノ
十
四
日

う
と
町

印

3一
小
判
九
両
印

3

七
兵
へ

霜
月
十
七
日
渡
シ

（
七
八
丁
表
）」

松
崎
伊
右
衛
門
指
引

一
金
弐

辰
ノ
九
月

�日

十
両

請
取

一
同
三
両

渡
し
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一
小
判

巳
ノ
六
月三
十
両

江
戸
替
為

金
請
取

七
月

同
三
日

一
同

五
両

渡
し

極
月

同一
三
拾
両

渡
し

（
七
八
丁
裏
）
」

一
同

午
ノ
二
月
九
日

三
両

渡
し

一
同

午
ノ
三
月
五
日

拾
両

請
取

一
同

午
ノ
六
月

八
両

請
取

霜
月
□ （消
カ
）

三
日

印

3一
十
三
両

か
し

午
ノ
十
二
月
廿
二
日

印

3一
十
五
両

か
し

「
残
り

（
付
箋
）

壱
両
か
し
」

（
七
九
丁
表
）
」

午
ノ
十
二
月
廿
一
日

大
土

印

3一
金
七
両
か
り

庄
三
郎

午
ノ
霜
月

西
町

印

3一
金
五
両
か
り

与
兵
へ

一

� 小

� 判

�

�

印

3□

� 拾

� 三

� 両

� 弐

� 分

�

午
ノ
極
月
三
日

印

3一
小
判
九
十
参
両
弐
分

け
い
し
ゆ
い
ん

か
り

（
七
九
丁
裏
）」

（
八
〇
丁
表
よ
り
一
三
七
丁
裏
ま
で
白
紙
）

「
越

（
裏
表
紙
）

後
屋八
郎
兵
衛
」
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